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議事日程（第４号）

平成25年９月６日 午前９時開議

日程第１ 第93号議案 平成24年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

日程第２ 第94号議案 平成24年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

日程第３ 第95号議案 平成24年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

日程第４ 第96号議案 平成24年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

日程第５ 第97号議案 平成24年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

日程第６ 第98号議案 平成24年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

日程第７ 第99号議案 平成24年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

日程第８ 第 100号議案 平成24年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認

定の件

日程第９ 第 101号議案 平成24年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件

日程第10 第 102号議案 平成24年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件

日程第11 第 103号議案 平成24年度神河町水道事業会計決算認定の件

日程第12 第 104号議案 平成24年度神河町下水道事業会計決算認定の件

日程第13 第 105号議案 平成24年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 第93号議案 平成24年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

日程第２ 第94号議案 平成24年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

日程第３ 第95号議案 平成24年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

日程第４ 第96号議案 平成24年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

日程第５ 第97号議案 平成24年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件
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日程第６ 第98号議案 平成24年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

日程第７ 第99号議案 平成24年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

日程第８ 第 100号議案 平成24年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認

定の件

日程第９ 第 101号議案 平成24年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件

日程第10 第 102号議案 平成24年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件

日程第11 第 103号議案 平成24年度神河町水道事業会計決算認定の件

日程第12 第 104号議案 平成24年度神河町下水道事業会計決算認定の件

日程第13 第 105号議案 平成24年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件

出席議員（12名）

２番 立 石 富 章 ８番 藤 森 正 晴

３番 髙 橋 省 平 ９番 廣 納 良 幸

４番 松 山 陽 子 11番 藤 原 日 順

５番 藤 原 裕 和 12番 成 田 政 敏

６番 宮 永 肇 13番 山 下 皓 司

７番 赤 松 正 道 14番 安 部 重 助

欠席議員（１名）

１番 小 林 和 男

欠 員（１名）

事務局出席職員職氏名

局長 澤 田 俊 一 主査 槇 良 裕

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 建設課長 藤 原 龍 馬

副町長 細 岡 重 義 地籍課長 藤 原 靖 彦

教育長 澤 田 博 行 上下水道課長 坂 本 康 弘

会計管理者兼会計課長 橋 本 三千也 健康福祉課長兼地域局長

総務課長 前 田 義 人 佐 古 正 雄

総務課参事兼財政特命参事 病院事務長 細 岡 弘 之
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太 田 俊 幸 病院医事課長兼総務課長

情報センター所長 村 岡 悟 浅 田 譲 二

税務課長 玉 田 享 病院総務課副課長 藤 原 秀 明

住民生活課長 足 立 和 裕 教育課長 谷 口 勝 則

地域振興課長 野 村 浩 平 教育課参事 藤 原 良 喜

地域振興課参事 小 林 一 三

午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、第５４回

神河町議会定例会第４日目の会議を開きます。

日程に入る前に、建設課長のほうから公務、災害対応のために欠席届が出ております。

なお、質疑区分によってはその関係のあるときには出席しますので、また御了承願いた

いと思います。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

日程第１ 第９３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第９３号議案、平成２４年度神河町一般会計歳入歳

出決算認定の件を議題といたします。

質疑に入る前に、質疑の要領について若干申し添えておきます。

一般会計につきましては、お手元に配付しております質疑区分により、質疑回数を同

一議員、質疑３回の原則を適用してまいります。

会議規則第５４条及び第５５条の精神遵守の上、会議進行に御協力いただきますよう

よろしくお願いいたします。

それでは、本件に対する質疑に入ります。

まず、歳入の１款町税から１３款使用料及び手数料、２２ページまでをお願いいたし

ます。質疑どなたでもよろしいです。どうぞ。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。ページから言いますと事項別明細書

の１０ページですね、これを中心に話ししたいんですが、お尋ねしたいんですが、ここ

に不納欠損が出ております。この会計で言いますと町税に限るわけですが、ほかの会計

言いますと国民健康保険税等もあるわけですが、この件についてお尋ねしたいんですけ

れども、不納欠損の扱いについて、たしか昨年だったと思うんですが、監査委員のほう

からの意見書の中にやはりその処理の仕方について公正にやるようにというふうな指摘

もあったように記憶しておるんですが、今回ちょっと不満に感じるんですが、この件に

ついての説明がなかったんですね。ほかの会計、これは会計よりも上下水道課長のほう
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はこの不納欠損について非常に重く受けとめられて議会への報告をしていただいたと。

これは議会の報告というのは町民の皆さんへの報告ですので、非常にこのことについて

重く感じておられます。これは当然のことと思うんですが、このことについて他の会計

ではあんまり説明なかったと。病院のほうも若干触れられたと思うんですが、私自身は

ちょっと不満に思っております。

そういうこと前置きにしながら、まず町税の中での不納欠損の件数と、その不納欠損

をした理由ですね。それといわゆる委員会をつくられておりますが、その委員会の審議、

どういう形で結論を出されたのかなと、その辺についてお尋ねをいたしたいと思います。

○議長（安部 重助君） それでは、税務課長のほうから説明願います。

どうぞ。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。ただいまの質問にお答えをさ

せていただきます。

まず不納欠損の内容でございますけれども、住民税におきましては、まず執行停止、

これは地方自治法第１５条の７でございますけれども、停止の要件ですね、１号、２号、

３号とありますけれども、これの件数につきましては１４件でございます。それから消

滅時効でございます。これは地方自治法第１３条に規定をしてある分ですけれども、こ

れにつきましては１４件でございます。したがいまして、住民税におきましては合計２

８件でございます。

それから固定資産でございますけれども、執行停止分が１号、２号、３号合計で２２

件でございます。それから消滅時効につきましては２２件ございます。合計で４４件で

ございます。

それから軽自動車税でございますけれども、執行停止分、これにつきましては２号、

３号で合計で１２件でございます。そして消滅時効の分で１７件。合計で２９件でござ

います。

それから国保税でございますけれども、国保税につきまして執行停止分ですけども、

これが２号、３号で１１件ございます。消滅時効につきましては１３件でございます。

合計で２４件となっております。

それから介護保険料でございますけれども、２号、３号で２件、消滅時効につきまし

ては１２件でございます。合計で１４件でございまして、総合計で１３９件というふう

な件数でございます。

この不納欠損につきましては、地方自治法に従いまして適正に処理を現在していると

いうふうな状況でございまして、決算審査の場におきましてもこういった内容の報告を

させていただいています。

不納欠損の実人員につきましては、平成２４年度におきましては９７人と、こういう

ふうな数値でございます。

以上、不納欠損につきましてお答えをさせていただきました。
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○議長（安部 重助君） 山下皓司議員。

○議員（13番 山下 皓司君） 詳細に説明していただいてよくわかったわけですが、こ

の件について昨年から見ますと町税だけを見ましても１７０万ぐらいふえとんですかね。

件数もそれに従ってふえてるかもわかりませんが、要は詳細に精査され、そして共通の

理解を得た中で今の処分をされたというように理解させてもらうわけですが、当然債権

管理委員会でしたか、ちょっと正式な名前が間違ってるかもわかりませんが、そこで十

分に各会計のところ、横の連絡をとりながら庁内で、庁内というのは役場内で十分横の

連絡をとりながら共通理解、またほかからいろいろ指摘があったとしてもしっかりとし

た説明ができるという中で処理されたというように理解させてもらってよろしいでしょ

うか、その辺についてお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 税務課長。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。現在この滞納額の回収の件に

つきましては、滞納整理対策委員会におきまして関係各課いろんな情報公開なり情報の

共有化なり、平成２４年度に債権管理条例が制定されましたので、その条例に従いまし

ての今後の業務のあり方等々を検討しまして、十分にそういう不納欠損等の関係につき

ましては合意の上で業務のほうを進めてるといったところでございます。以上でござい

ます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） １１番、藤原でございます。１款町税の２項２目の固有

資産等所在市町村の交付金の件なんですが、説明の中では県営住宅と生野ダムとおっし

ゃってたように思うんですけども、その内訳を教えていただければと思うんですが、よ

ろしいでしょうか。

○議長（安部 重助君） 税務課長。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。ただいまの御質問ですけれど

も、１点は新野の県営住宅でございます。そして２つ目が神崎高校の官舎の土地、建物

でございます。それから３点がダムの関連の件でございます。生野ダムの関連の分でご

ざいます。内容につきましては、その３つでございます。

金額の内訳でございますけれども、県営住宅の分につきましては金額が１６９万５，

７００円でございます。それから神崎高校の校舎分が２万５，７００円でございます。

それから生野ダムの関係につきましては９万３，５００円と、こういうふうな内訳にな

ってございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原裕和議員。

○議員（５番 藤原 裕和君） ５番、藤原です。先ほど山下議員が町税に関する滞納の

分について多少触れられたんですけども、私は、この滞納、収入未済という形で７，１
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６２万７，０００円、こういう金額が滞納額が年々大きくなってきておるというように

感じるんですけれども、ここら辺については税務課中心にいろいろ徴収に骨を折られと

るとは思うんですけれども、そこら辺のここ最近のここら辺のふえてきておる、こうい

う膨らんで、滞納額が、件数もそうでしょうし、金額もふえてきておるとは思うんです

けれども、そこら辺の状況と、税務課中心にここら辺の徴収努力というもんを、この質

問は前年でしたか、私がこういう質問を投げかけとんですけども、ここら辺についてこ

の２４年度はどうであったのか。確かに税務課中心にこういう業務に当たられとるとい

うことでは大変御苦労なさっとるとは思うんですけれども、やはりこういう金額をでき

るだけ抑えれるような形が望ましい、これは誰しも思うんですけれども。

それともう１点は、神崎郡内、特に福崎町、市川町とのこういう滞納額がどういう形

なのか。町税に関する部分だけでもいいんですけれども、ここら辺は本会議での質問な

んですけれども、また詳しくは資料等で特別委員会でもお示し願いたいんですけれども、

きょうのところはそういう収入未済が７，０００万を超えとるということで、この金額

をどう見るのかなという部分での質問をしておきます。以上です。

○議長（安部 重助君） 税務課長。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。ただいまの御質問でございま

すけれども、まず町税の中でも固定資産税と国保税につきまして滞納額が年々ふえてる

というふうな状況、現状でございます。徴収方法の強化としましては、年に３回、５月、

９月、１２月でございますけれども、その年３回徴収強化月間として重点的に徴収業務

を強化しております。催告書の発送はもちろんですけれども、臨戸訪問をしまして、滞

納者のおうちに行かせていただきまして、何とか滞納額、特に金額の多い滞納者の方に

つきましては分割納付の誓約書をいただいて計画的な返済の相談をさせていただいてお

るような状況でございます。昨今の経済情勢、不況の影響もありまして、なかなかちょ

っと分割納付等の金額につきましてもこちらが提示する金額よりか少ないといった状況

もございますけれども、何とか納税の相談に積極的に税務課としましても関係していき

まして、円満な話し合いで滞納額を減らしていっていただくような、そんな業務も今進

めているというふうな状況でございます。そういうことで現状におきましては、なかな

か滞納額が減っていかないという状況ですけども、何とか滞納者の方の御理解をいただ

いて円満に滞納金額を減らしていくというふうなスタンスで今やっております。

また、平成２４年度に債権管理条例が制定されまして、平成２５年度、今年度からは

その条例に従いまして滞納者の方、これは私債権が主な関係ですけれども、簡易裁判所

から督促の支払い申立書を滞納者のほうに送ってもらいまして、そういった滞納額を減

らしていくというふうな業務を本年度から本格的に進めていきます。そういった対応で

滞納額につきまして年々減っていくような方策を考えてきたということで、現在進めて

いるという状況でございます。

神崎郡、あと２町の町税等の滞納額につきましては、一回ちょっと問い合わせしまし
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て、もしそういう資料がいただけるようでしたら、来週の決算特別委員会でまた資料の

ほうを提出させていただきます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） １１番、藤原でございます。１款町税、１項の町民税に

ついてお伺いします。ここ３年間というか、過去２年間の動きを見てみますと、個人町

民税が４億５，３９６万３，０００円から、平成２２年ですね、今申し上げました数字。

平成２３年が４億５，０３２万６，０００円ということで若干減っております。今年度

この数字を見てみますと、４億６，５４８万７，０００円ということでふえております。

若干ではありますけど、ふえとるということなんですけども、町民の数が減ってますか

ら、個人の均等では多分減るであろうということ推測はできるんですけども、その分所

得割、景気がよくなった分所得割がふえたのかなというように推測するわけですけども、

個人の町民税の均等割と所得割の内訳及び法人町民税については平成２２年が７，６５

７万５，０００円から平成２３年は８，２８９万８，０００円とふえましたけども、今

年度はまた６，８０５万９，０００円ということで落ちてると。これは景気がよくなっ

たのか悪くなったのかちょっとわかりませんけども、均等割、法人税割のほうがやっぱ

り両方とも落ちてるのかなということは推測するんですけども、その辺の数字を教えて

いただくとともに、その分に対するどのように解釈して、どのように判断されているの

か、その辺のお考えをお伺いします。

○議長（安部 重助君） 税務課長。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。ただいまの藤原日順議員から

の御質問でございますけれども、この件につきまして詳細にまだその御質問の内容分析

をしておりませんので、次回の決算特別委員会までに資料をきちっと作成しまして提出

をさせていただきたいと思います。そういうことでございます。（「数字は」と呼ぶ者

あり）

○議長（安部 重助君） 数字とかそこらについて。

○税務課長（玉田 享君） 均等割と所得割。ちょっと今その資料手元にないので、休

憩時間にまた調べます。申しわけございません。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ないようでしたら次に進みたいと思います。

続いて、１４款国庫支出金から２１款町債、５０ページまでをお願いいたします。質

疑ございませんか。

山下皓司議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。３８ページですね、これも昨年同じ

こと言うたんで、もう嫌なんですけども、同じ決算報告ですので、同じこと尋ねますが、
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その他町有地貸し付け収入、ことしは２４５万２，４４４円、昨年は２８０万５，９６

０円でしたですね。その内容をもう一度というより、ことしも教えてください。よろし

くお願いします。

それからその下に川崎住宅の跡地貸し付け収入、これが出ておりますが、１５万９，

６００円、昨年より１万３，０００円ぐらいふえております。これについてはことしの

監査委員さんの意見書の中にも出ておりましたが、早くしっかりと整理せえというよう

な指摘もありましたが、現在どういうことなのか教えていただきたいと思います。

それからこの中に収入未済額が出とんですね。５万３，６００円、この辺の関連もひ

とつ教えていただきたいと思います。

それからずっと先になるんですが、雑入のところで、４８ページですね、ずっとたく

さん書いてありますが、真ん中ごろに差し押さえ物件処分費、これはわずかなんです、

２，９００円、そんな数字が出ておりますが、これは何でしょうか、説明をいただきた

いと思います。以上、よろしくお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 会計管理者、答弁してください。どうぞ。

○会計管理者兼会計課長（橋本三千也君） 会計課、橋本です。その他町有地の貸し付け

の分について、個々の具体的な金額は持ってないんですけども、ちょっと総務課長のほ

うから回答します。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。その他財産貸し付け収入で、こちらに

掲載をさせていただいてます項目、３６ページの備考欄に主なものということで４つ書

かせていただいてます。この区分で言いますと携帯電話の基地局に関しましては９件あ

りまして、この９６万８，８０８円ということになります。

その次の歯科診療所テナント等貸し付けにつきましては、ルネスの分でございます。

その下の駐車場貸し付けにつきましては、３件に分かれますが、一つはルネス関係が

２件、歯科と、それから管理組合にお貸しをしてるもの、それと但陽のほうにお貸しを

してるものというふうに分かれていきます。

最後の寺前タクシーにつきましては、駅前のタクシーの部分についての金額でござい

ます。

その次のページ、３８ページ、その他町有地貸し付けにつきましては、伯鳳会の分が

記載されてるということでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） ちょっと山下議員、再度足らず分。これは許可します。

○議員（13番 山下 皓司君） わかりました。今、総務課長から教えてもらった、説明

のあった分は、これはここにはっきり書いてあるんですが、このその他町有地貸し付け

収入ですね、これは伯鳳会が主だと思います。去年も資料もらいましたんでね。

これちょっとくどい話になるんですが、私何でここにごっつこだわっとるかといいま

すと、このいわゆるバックにあるのは、やはり町有地の有効活用いうんですか、町有財
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産ですから、そういったものをしっかりと把握した上で貸し付けし、そこからしっかり

と収入を得てるんですよということをやっぱり、総務課のこの担当の人がいらっしゃる

わけですから、その人が、その担当者がしっかりと押さえていただきたい。ということ

は町有財産についてはもう役場はしっかり管理してるんよということを、これも大げさ

になりますけども、私どもを通じて町民の人が安心しておられるんだと、いれるんだと

いうように受けとめてほしいと思いますので、私は昨年も同じことを言うとんですが、

これこの決算書をつくられるのは会計管理者だと思いますので、来年はしっかりとここ

にもう一つ一つ入れてくださいよ。これお願いしときます。

それからこの川崎住宅のことについての答弁を得ておりませんので、これは担当課長

は住民生活課長なんでしょうかね。その辺をお願いしたいのと、私が不用額の話をしま

したのは、ひょっとして川崎住宅の中で１００％、町が定めた貸し付け収入というもの

を納めておられない方がいらっしゃるんかな。ちょっとこれは間違っておればしっかり

と訂正していただきたい。失礼なことになりますので、訂正していただきたいと思いま

す。

それからもう一つ言いましたのは、雑入の中でいわゆる差し押さえたものを処分した

と、２，８００円ですけど、そう書いてありますので、これ何でしょうかと、これ単純

な疑問なんですね。以上です。

○議長（安部 重助君） 会計管理者、さきのほうの質問に回答してください。答弁して

ください。

○会計管理者兼会計課長（橋本三千也君） 橋本です。項目別については、来年から再度

ちょっと検討させていただきたいと思います。

あと川崎住宅の関係とかについては、ちょっと担当、住民生活課長なんで、そちらか

ら回答。

○議長（安部 重助君） この差し押さえについては、税務課。税務課長。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。差し押さえ物件処分費の２，

９００円でございますけれども、これは差し押さえ１件を実施しました、そのインター

ネット公売による不動産の処分費でございます。１件分の処分費でございます。以上で

ございます。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長、追加説明してください。

○住民生活課長（足立 和裕君） 川崎住宅の財産貸し付け収入についてお答えをいたし

ます。

現在土地の賃貸契約いうことで締結をいたしまして、その方からの貸し付け収入とい

うことで収入がございます。未済額につきましては、御指摘のとおり、そのうちのお一

方の滞納という形でございます。

土地の賃貸契約につきまして未契約の件が１件ありまして、監査でも御指摘を受けて

るところでございますが、少し状況の変化というのがございまして、詳しいことはちょ
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っと避けさせていただきたいんですが、そこに向けて突破口として鋭意、賃貸契約が結

べるように努力している途中でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） ３回目になるんですけども、いわゆる差し押さえの物件

１件あったと。これはどっかでいつか聞いたような記憶もあるんですが、そういう形で

税務課としても滞納の整理というものに取り組んでいると、一歩踏み込んだ対応ができ

たというように、２４年度ですね、そういうふうに解釈してよろしいか、その確認が一

つと、それから川崎住宅のことにつきましては、非常に一歩整理ができたというように

返されるわけなんですけれども、もう少し大きな目で見ると、あそこにおうちが４戸で

すか、あるということについては、やはり広く町民の方から見ますといわゆる未整理で

あるというような思いがあると思いますので、その辺の周りの人に対してそういった説

明をされているかとは思うんですけれども、やはりそういう周知いうんですか、ＰＲ言

うたらちょっと大げさになりますけども、その辺についても町民の方の理解がいくよう

な取り組みをしてるんだというようなことについて、プライバシーに係るようなことが

多いのであんまり大げさに言えないかと思うんですけれども、多少の配慮が必要な現状

でないかと思いますので、その辺はまたひとつ住民生活課長のほうで配慮をしてもらう

必要があるんやないかなというふうに、私はそういうふうに認識しておりますので、非

常にいろんな、いわゆる思いというんですか、見解の差もあるかと思うんですけれども、

配慮していただけたらというように思います。

川崎住宅のとこはもう答弁よろしいんですが、いわゆる差し押さえ物件の対応につい

て私どっかで聞いたような気がするんですけども、その辺で間違いなかったら、その辺

のことを再度もう少し説明をしていただきたいんです、税務課長のほうから、お願いし

ます。

○議長（安部 重助君） 税務課長。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。今、議員さんおっしゃられま

したとおりでございまして、滞納者の生活状況等々を勘案しながら滞納分の納税相談を

実施しているわけでございますけれども、やっぱり滞納額が全然減っていかないという

方につきましては催告書を何回も送付させてもらいまして、今その対応をしているとこ

ろでございますけれども、やはりそういった額が減っていかないということにつきまし

ては滞納の財産管理、滞納額の管理上やっぱり問題あるということで、従来でしたら余

り、差し押さえ等々は控えておったわけですけれども、平成２３年度以降、特に２４年

度に入りましてからはこういった差し押さえ等々につきまして積極的に一歩踏み込んで

業務を進めていくというふうな方針で現在進んでいますので、今後こういったインター

ネット公売による不動産の換価処分等々の事案もふえてくると思います。基本的には滞

納額を減らしていくという方針で現在業務を進めている状況でございますので、当然差
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し押さえ等々につきましても今後、積極的に行っていくという方針で進めていきたいと

いうふうに考えているところでございます。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

藤原日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） １１番、藤原でございます。山下議員の関連質問になり

ますけども、今の説明ではその他の町有地の貸し付け収入の２４５万２，４４４円のほ

とんどが伯鳳会の貸し付けだということで説明がありました。通常備考欄に注釈として

記載するのは、金額の大きい順に大体記載することが多いと思うんです。ですからほか

の項目よりもこの２４５万というのは圧倒的に多いわけですから、本来であればここで

説明で伯鳳会云々という説明があってしかるべきでないかな。それとももしくは民間の

企業でもありますので、こういった公的な書類にはそういった個人名というか、会社名

は載せられないというような規制でもあるんでしょうか、そんなとこお伺いします。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。特に規制ということではないかと思い

ます。３６ページにはタクシー業者の名前が出てたりもしますので、載せてはだめとい

うルールはないのかなと思いますが、現在においてはその他町有地貸し付けということ

で丸めてしまってますけれども、ほかにも少額も含めて出てきてますと一つのものにし

たいということかなというふうに思います。

あと出てくる順番なんですけれども、これは印刷の段階で工夫をさせていただければ

いいのかなというふうに思いますが、一番最初のデータづくりのときにはシステムで出

してくるものですから、コード番号順に出てくるとかというそういう流れが少し影響あ

るので、少し手を加えるというふうなことが必要かと思います。その点につきましては

会計管理者と相談をさせていただきたいと思います。以上です。（「お願いします」と

呼ぶ者あり）

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。３点ほどお伺いをいたします。

雑入、４６ページからですけれども、まず田舎暮らし推進協力金の雑入でありますし、

またその下、１５段ほど下がったとこにかみかわ田舎暮らし推進協議会の支援金の返還

金いうような内容についてお伺いします。

それから次に、４８ページの上から７段目ぐらいに旅費支給の受入金いうふうなこと

があります。内容についてお伺いしたいと思います。

それから一つ飛びまして、文化遺産を活かした観光振興云々で５００万ほどの返済金

があります。これら取り組みと内容についてお伺いいたします。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 先に地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。まず最初の４６ペー
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ジの上から６段目ですか、田舎暮らし推進協力金５７２万９，０００円につきましては、

２４年度２件空き家の改修事業がございました。この事業につきましては国が３分の１、

町が３分の１、事業主が３分の１というふうな制度でございまして、そのうち町の負担

分３分の１につきましては事業者から協力金としてまた町に再度入れて返金していただ

くというものでございます。国庫補助金、どっかに出てた思うんですが、国の補助金５

７２万９，０００円、これも出ております。町が出した分をこれお返しいただいたいう

分でございます。２人の方から。

それと田舎暮らし推進協会支援金返還金、真ん中の辺なんですが、かみかわ田舎暮ら

し推進協会と申しますのは、ほとんどお金のない組織でございまして、それの事業遂行

に当たりまして国、県からの補助金をいただいて運営してるという実態がございます。

国、県からの補助金は年度の終わりにしか入ってこないというところでございまして、

活動費を町からお借りしてるという分でございます。補助金が入ってきましたら年度末

にお借りしていた分を町にお返しすると、３２０万円返したという分でございます。以

上でございます。

○議長（安部 重助君） 次に、文化遺産の件につきまして、教育課長。

○教育課長（谷口 勝則君） 教育課、谷口でございます。ただいまの文化遺産を活かし

た観光振興 地域活性化事業返済金として５００万４９７円が歳入されています。御承

知のとおり、文化庁の認可をいただきまして、平成２３年から３年の認可をいただきま

して実行委員会方式で歴史資料の総合調査ということで取り組みをしております。した

がいまして、文化庁からの補助金が直接実行委員会、つまり神河町文化財活性化委員会

を組織しまして、そこが対応しております。そこへ直接文化庁から補助金の交付申請を

して交付されるわけなんですけども、実行委員会そのものの資金繰りの関係がございま

すので、社会教育総務費の負担金、補助及び交付金の中で文化遺産を活かした観光振興

地域活性化事業活動支援金として実行委員会のほうへ支出をしております。交付決定

があって実行委員会が文化庁のほうから補助金を交付を受けましたので、その分一般会

計の諸収入の雑入のほうへ受け入れをして返済金として返してもらったわけです。以上

です。

○議長（安部 重助君） 次に、旅費支給の受入金につきまして、会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（橋本三千也君） 橋本でございます。旅費の支給受入金につい

ては、普通職員が出張した場合は町費で交通費、日当等を支払うんですけども、協会な

んかで出た場合、他の団体から旅費が支給される場合があります。その分について一旦

町に返済いただいて、町の公金として返金をいただきまして、町のほうからは正規の旅

費、交通費、日当を支給しているというもので、各種団体からの交付のあった旅費につ

いては一旦町のほうに返金をいただくというもので収入しております。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（安部 重助君） ないようでございましたら、これで歳入の部分についての質疑

を終結いたします。

続いて、歳出に入ります。１款議会費、５２ページまでをお願いいたします。特にご

ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ないようでございます。

次に移ります。２款総務費、８２ページまでをお願いいたします。質疑ございません

か。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。６０ページの、これは役務費になる

んですが、その中の備考欄に森林共済保険料５万８６０円、これは町有林に対しての保

険料だと思うんですが、この対象面積についてわかれば説明をしていただきたいと思い

ます。

それからもう１点は、ケーブルテレビが決算されているわけですが、６４ページから

ずっと始まるわけですけども、この中で１０月から自主番組いうんですかね、自主放送

番組ですか、あの辺でしたかね、まちかどウィークリーの分でしたか、その辺について

いわゆる委託料でその事業をやるということになりました。町長の説明も受けているわ

けですが、その中で人件費は相当減った、それからそういう委託料がふえたということ

なんですが、その数字のいわゆるトータルですね、どういうふうに変わったか、その辺

が説明していただきたいのと、それから外部委託によっていわゆるその目的が町民の皆

さんからの声も含めてどおりに外部委託してもできておりますよということなのか、そ

の辺どういうふうに見ておられるか、その点についてお願いをしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。森林共済保険料についての面積という

ことですが、ただいま手元に資料がございませんので、後ほど御報告させていただきた

いと思います。町が持ってる普通財産としての森林面積はわかりますが、それ全てかど

うかわかりませんので、確認をさせてください。

○議長（安部 重助君） 頼みます。

次に、ケーブルテレビ。所長。

○情報センター所長（村岡 悟君） 情報センター、村岡でございます。２４年の１０

月に人事異動によりまして出向件数が２人減というような状態になっており、人件費に

ついては大分抑えられていると思います。

あと番組制作ですけども、民間業者に委託しまして、半年分ですけども、８２１万１，

０００円というような格好でやっております。委託したことによりまして職員の人件費

というか、時間外勤務は減っていると思います。

あと町民のあれはどうかということなんですけども、ケーブルテレビの職員が前もっ
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て挨拶に行って、それぞれ挨拶に回りまして、町民さんとかに違和感がないように町の

職員が全て今は一緒にまず行って、そういうふぐあいがないようにいうような行動でや

っております。これが現実にちょっと負担にはなっとんですけども、複数年契約ができ

たら、もう毎回案内せんでもええかなという思いはしております。ですから２６年度ぐ

らいからはちょっと複数年契約で何とかお願いしたいなということで、少しでも職員の

仕事量を軽減したいなというような考えでおります。以上です。

○議長（安部 重助君） 山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） 数字的なものは昨年と比較すればわかりますので、それ

でよろしいんですが、今いわゆる職員の対応ということよりもケーブルテレビ流してで

すわね。そのできばえに対して直営でやっておったときと今度外部委託したときとそん

なに差がないのか、ちょっと変わったよというような声がありますか、その辺について

はどうでしょうか。

○議長（安部 重助君） 情報センター所長。

○情報センター所長（村岡 悟君） できばえにつきましては、民間業者が撮影して、

ナレーションも一緒に入れて納品されます。その分のその製品のチェックといいますか、

一旦ケーブルテレビの職員が全部見て、だめなとこは修正します。それにまた１週間ほ

ど要るんですけども、だからできばえとしては直営でやっていたときと同じような状態

だと思います。撮影の能力とか、そういうのは民間のほうがすばらしいときもあります

ので、どっちがよかったかないうたらちょっと難しいんですけども、とりあえず今まで

の直営でやっていた分とはほぼ内容的には変化はないかなというように思っております。

以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。６０ページの一番上の委託料で神崎小

学校の完了検査の委託料が上がっておるんですけど、これはどっか業者に委託されたと

思う。どこで委託されたのか、大体その状況的なもんがわかりましたら。

○議長（安部 重助君） 会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（橋本三千也君） 会計課の橋本です。この神崎小学校建築工事

完了検査委託料については、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターのほうに委託

をしております。内容については、昨年６月の中間検査とことしの２月の完了検査、２

回を検査いただいております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。検査の結果的なもの、もし聞かれるん

であればどういう現状の結果であったか。例えばランクがあるならば、Ａ、Ｂ、Ｃとか

ランクあるなれば何のどのぐらいの完成度のできばえであったかということが報告でき

るんであれば教えていただきたい。
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○議長（安部 重助君） 会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（橋本三千也君） 橋本でございます。昨年の中間検査において

は、まず順調に工事が進んでいるというような結果をいただいております。それから最

終的な完了検査についても評価的には、建築物としての品質、できばえは良好であると

いうような結果をいただいております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ランクとしては、良好とか優とか秀とかいうそういうランクは

ないんですか。良好であれば普通で通ったという感じのあれでよろしいんですか。

どうぞ、会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（橋本三千也君） 点数的には高い評価をいただいとんですけど、

この分については公開しておりませんので、あくまで結果として品質、できばえは良好

であるという回答でございます。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。この委託業者ではいいという報告なん

ですが、行政として会計管理者、最終的な検査もされたと思うんですけれど、そこらあ

たりの検査との比較いいますか、そういうものがもしあるんであればどういう点であっ

たかということをお願いします。

○議長（安部 重助君） 会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（橋本三千也君） 会計課の橋本でございます。町の検査、前の

会計管理者のほうで行っていただいております。最終的には特に問題もなく了解をいた

だいておりまして、工事費についても支払いのほうを早急に支出していただいておりま

すので、特に問題はなかったかなというふうに判断しております。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） １２番、成田です。説明資料のほうですが、１４ページ、

医師修学資金貸与金事業４８０万ということで、２名分ということが、ここのとこ余り

これほとんど固定的にふえてないんですが、この辺の状況をちょっと聞かせていただき

たいと思います。

○議長（安部 重助君） 病院総務課副課長。

○病院総務課副課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。医師修学資金の件でご

ざいますが、現在２名の学生に貸し付けを行っております。それでそれ以降につきまし

ても継続してホームページなり学校への案内なり行っておりますけども、現在は２名の

状態からふえてないような状況でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） わかっております。その原因はどうなんでしょうか。子

供たちのそういう意識というものないのか、その傾向ですね、その辺について何か分析

されとれば。
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○議長（安部 重助君） 病院事務長。

○病院事務長（細岡 弘之君） 一つは、あとやはり修学資金の貸与ということになれば

一定の制約がございまして、何年間は当院で勤務するという条件があります。そういう

縛りがやっぱり非常に難しいと、そのことがネックになってるという状況のようでござ

います。兵庫県も地域枠ということで、兵庫県が医師を、修学資金を貸与して、兵庫県

で医師を確保して地域の各病院に配置をしていくという取り組みがあるわけですが、卒

業して、やっと医師免許を取っても全額を返して地元に帰っていくとか、ほかに流れて

いる方がやっぱり結構あるということのようです。そういうことで医師もやはり非常に

デリケートな職種というんですかね、あるので、本当にこの地域で自分がやりたいこと

がやれんのかということになってきますと、それは今後の６年間の間にかなりやっぱり

いろんな考え方が出てくるということがありますので、選択肢をふやしていくためにも

できたらそういう縛りは避けたいという考えがあると、そこだというふうに思っており

ます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

宮永議員。

○議員（６番 宮永 肇君） ６番、宮永です。これまで委員会等でちょっとお尋ねし

たんですが、社会教育とかそういうところでバスという話がよく出たんですが、この６

０ページのマイクロバスの関係の費用ですね。委託料とかいうことで金額が上がってる

んですが、マイクロバスの活用、利用の件数と、それから内容等、どういう事柄でどれ

ぐらい使ってるというふうなことが統計的にわかれば知りたいんですが、それとこうい

うことで件数でやりますとバス１台当たり幾らというふうなことがはじき出せるんでは

ないかなと思いますんで、そこいら辺も参考のために知らせてほしいんですが、お願い

します。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。御質問のところですが、御存じのとお

り委託運行、町有のマイクロバスをお預けして運行委託をしてるという分です。回数で

精算を毎回させていただくんですけれども、回数の数値につきましては少し資料をとっ

てきてからの報告というふうにさせていただきたいと思います。

もう１点の内容についてですけれども、基本的に平日運行につきましては可能な限り

町が補完してる、町の職員で運行するものを優先的に動かすというふうにしてまして、

土日、休みにつきましては極力委託部分を動かすということにしてます。その中でやは

り近年数多く出てまいりますのは、土日に学校等で各部活の球技に対する試合等につき

ましての要請が多くあったりということはあります。ただ、回数については、はっきり

わかりませんし、種類についても印象としてそういう印象持ってますけれども、正確な

分析等はできておりません。以上です。

○議長（安部 重助君） 宮永議員。

－２０２－



○議員（６番 宮永 肇君） よくわかっておるんですけれども、社会教育というのが

いろいろ言われてる中、やっぱり高齢者へのいわゆるいろんな社会教育面での効果とか

恩恵とかいうふうなものでは、バスというのはもう必要で欠くべからざるという存在で

ございますんで、それと町長が推進される観光という、まず町内の意識を高めるという

ことにバスを使うということで、町のマイクロバスだけでは到底かないませんから、そ

こら辺は神姫バスの借り上げとかいうふうなことでの話も含めて、バスの活用という面

でその効果を期待するというようなところで検討するための資料でお願いしたいなと思

いますので、よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 総務課長、お願いしておきます。

ほかにございますか。

藤原裕和議員。

○議員（５番 藤原 裕和君） ５番、藤原です。７０ページになります。２４年度は、

長期総合計画を審議委員会等で中心に計画をなされます。住民アンケートも町民の方か

らいただいてされたんですけれども、ここでお尋ねするんは、この部分の審議委員会委

員さんの報酬が出とるんですけれども、行財政改革推進委員会と２つ、こういう備考欄

に載っとるんですけれども、この不用額という部分でお尋ねするんですけれども、審議

委員さんに任命されときながら、その審議委員会に結局は出席されなかった部分での不

用が出とると思うんですけれども、ここら辺については長期総合計画は、町長も一昨日

でしたか、今後のこの町の将来計画という見直しの大変重要な部分であろうと思うんで

すね。審議委員さんに任命されときながら、こういう会議に出席してなかったんかなと

いう部分でのお尋ねをしときます。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。審議委員会の欠席の状況なんですけれ

ども、全く皆無ではありませんでした。多少、お一人、お二人、もしくは１回、２回と

いうことはありましたけれども、おおむね全員の方に出席をいただいたという状況です。

不用額につきましては、当初予算の段階では行政評価に関する委員会等もやりたいと

いうことで計画は毎年させていただくんですけれども、それが実行できなかった分の不

用額ということで、この行財政改革推進委員会もしくは長期総合計画の委員さんの欠席

による不用額ということではありません。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） 説明資料の１６ページですけど、ＪＲ播但線複線電化

高速化整備事業２１１万２，０００円、これは予算の使い道の内訳ですね、内容どんな

もので使っておられるのかなという、この辺についてちょっとお願いします。内容です

ね。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。
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○地域振興課長（野村 浩平君） これは「はまかぜ」によるものでございまして、ポイ

ントの改修が主たるものでございます。以上でございます。（「済みません、関連で」

と呼ぶ者あり）

○議長（安部 重助君） ３回になりましたんで、もし……。回答足りませんか。もう少

し詳しくお願いします。（発言する者あり）

地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 広い範囲のエリアの中で計画性を持って改善しており

ます。踏切等ではやはりスピードも速くなりますから、それを早く感知するポイントを

ちゃんと設置しておかないとあかんということもございます。神河町内の部分は済んで

いるんでございますが、そこから北の分で工事をされたと、それの計画的な負担がこれ

だけであると、２００万円余りであるということでございます。

○議長（安部 重助君） これはＪＲでする分じゃなくして、町でするもんかいうことも

今問われた思うんやけどね。

地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 失礼しました。これ負担金でございまして、工事はＪ

Ｒがした分でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

宮永議員。

○議員（６番 宮永 肇君） ささいなことで申しわけないです。６番、宮永ですが、

以前事業仕分けでちょっと上がってきたことあるんですが、サンテレビの番組の負担金

ですね。５８ページの中ほどにありますけれども、これはこれで利用目的とかそういう

ところはわかるんですが、観光面で、きのうも監査委員からの話の中にもありましたが、

姫路あたりでは新聞に神河町のことが出ない日はないというふうな評価を受けて、観光

のＰＲの浸透がよく進んでおるというのは実感しましたというふうな話がございました

が、サンテレビの視聴率とかそういうものはどういうことなんかなと、どういうことで

評価するのかなというのがありまして、いろいろと取り上げてもらってるんですが、そ

こら辺の考え方について、これは継続するということになっておりますんで、異議をど

うこう言うわけでありませんが、効果のほどをどのようにはかってるのかというのがち

ょっと知りたいもんですから、お願いしたいんですが。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。議員のお話のとおりでして、事業仕分

けでは積極的に活用して情報発信をしようというふうにおまとめをいただいたというこ

とで、使い方としては観光情報等を中心に、また学校等が完成しました際にはすばらし

い校舎ができましたというふうな情報発信にも使わせていただいております。

ただ、その番組の効果につきましては、大変はかりづらいと、事業仕分けのときにも

お話をさせていただいたと思うんですけれども、大変効果の測定は難しいという状況に
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あります。この件につきましては、今内部でも少し継続の可否といいますか、について

は現時点においても担当者とどうなんだろうかというのは常にさせていただいておりま

す。ただ、外に向けての情報発信ということにおいては、やはりテレビという媒体を使

うというのは有効であるという部分も、推測でしかないですけれども、捨てがたいもの

もあるという状況ですので、今後の検討という状況にしかないという状況です。以上で

す。（発言する者あり）

○議長（安部 重助君） 宮永議員、３回になりましたので、済みません。またよろしく

頼みます。

ほかございますか。ないようでしたらここで２款終わりたいと思いますが、よろしい

ですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） それでは、２款を終結いたします。

ここで暫時休憩いたします。再開は１０時２５分といたします。

午前１０時０８分休憩

午前１０時２５分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

３款に入る前に、２款の総務費の中で宮永議員からの質問でマイクロバスの運行につ

いての回答が総務課長のほうから説明されますので、許可いたします。

総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。先ほど御質問いただきました回数につ

いてですけれども、２４年度の運行回数、委託分につきましては１５７回ということで

ございます。

主な利用方法ですけれども、高齢者福祉の分野になりますが、ミニデイ等につきまし

ては１０％程度、中学校の関係で運行させていただいてますのが２５％程度、あと小学

校、幼稚園で約３０％ということで、それ以外の３０数％が役場の団体関係ということ

で運行をお願いしてるというふうな状況にあります。

あと１点、バスと違うんですが、議長、もう１点、山下議員さんのほうから質問のあ

りました森林の共済の分もあわせて調べてまいりましたので、報告をさせていただきま

す。

○議長（安部 重助君） どうぞ。

○総務課長（前田 義人君） 共済につきましては、越知にあります深ダワ、学校林と呼

んでるところですが、その部分に対する共済金でございます。以上です。

○議長（安部 重助君） それでは、日程に戻ります。３款民生費、９４ページまでをお

願いいたします。

松山議員。
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○議員（４番 松山 陽子君） 済みません。４番、松山です。８２ページの旅費に当た

りますけれども、これ民生児童委員の費用弁償、これが４４０万支出されております。

これは民生委員さんの活動費という形で支給されてるものかと思うんですが、これ多分

年間の民生委員さんの活動費ということで、１人当たりで割ってみますと約１１万とい

うぐらいの金額で年間活動していただいてるということなんですが、この金額は県のほ

うからの支出金と町２分の１ずつということなんですが、この金額については支給額は

県なり国なりで決まっているものなのでしょうか。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。松山議員

の御質問の内容、そのとおりでございまして、これは県のほうで定まった金額というと

ころで、そのものに対して我々は、町のほうは受けて、その分を補填して一般財源化を、

抱き合わせで民生児童委員さんのほうに支払いをしておるものでございます。

○議長（安部 重助君） ほかに。

松山議員。

○議員（４番 松山 陽子君） 決められて、これだけしか支給してはいけないというふ

うな形で決まっているものとすれば仕方ないんですけれども、今から、今も現在、民生

委員さん四六時中、区の方のいろんな面で相談なり見守りなりずっと活動しておられま

す。区長さんにおいてもそうなんですけれども、だんだん今からそのウエートがますま

す大きくなっていくという中で、この金額の活動費でしていただくの本当に申しわけな

い状況かなというふうに思うんですけれども、この金額について例えば町単で何かつけ

加えていいのかどうなのかということについてお聞かせていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。そのお問

い合わせの内容につきまして、私どものほうで近隣の市町のどういった状況で幾ら金額

を支払っておるのかのその辺のところの調査を一度させていただいて、当然ながらこれ

は県のほうで定められた金額でございますので、この近隣の特に郡内３町においては同

額だろうと私は思っておるんですけども、ただ、今言われるように町単独で幾らかをプ

ラスアルファされておるのかどうか、その辺のところについては調査をさせていただい

て、もしもそういったことがあるということであればこれは今後の検討課題という形で

捉えさせていただきたいいうように思っております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。８２ページの節で９節と、それから１

９節の負担金の関係で、説明資料では１９ページの民生費の３段目と８段目、防犯とか

青少年問題の関係ですけど、大変これらにかかわる方々については献身的な努力をいた

だいて、いろいろ町の安全 安心、また子供たちの心に係るような問題について対応い
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ただいているわけなんですけれども、町の状況がどういうふうに推移しているのか、こ

のあたり、そしてまたこの２４年度の決算を踏まえて２５年度どう対応されようとして

るのか、このあたりについて御説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。まず防犯対策事業に

つきましては、説明資料にございますような防犯指導員さんにおける防犯パトロールあ

るいは町の行事等での防犯の活動を行っていただいております。防犯パトロールにつき

ましては、私も何回か一緒に回るわけなんですが、昔の若者が荒れていた時代からいい

ますとそういう件数が減っているように感じられます。しかし、たまにまた寺前駅周辺

で暴走族的なタイヤ痕を残して暴走するような事例も間々見られるというふうな状況も

ございます。防犯指導委員会におきまして、防犯パトロール回りましても本当にそうい

う事例がなくて、皆さんどう思っておられるんかなというふうなことも協議会で聞いて

みますと、やはり安定している、そういう事例がないということの確認することの防犯

パトロールやという認識もいただきまして、これは継続的に続けようという話し合いも

なされております。

青少年問題協議会の関係でございますけれども、年に１回の協議会を実施をいたしま

して、相談事業としましては神崎郡内で年６回の相談を設定をしておりまして、そのう

ち３町に２回ずついうことで、神河町では２回の相談機会を設けているというところで

ございます。

相談実績につきましては、少し時間いただきまして、後ほど報告させていただきたい

と思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） 今の説明であったら神河町については、近年安全で、子

供たちもすくすく伸び育って、安心 安全な町が宣言できるような状況にあるいうふう

に解していいいうふうな解釈でよろしいでしょうかね。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 防犯の視点から見ます町内の夜間のそういう、昼間も

含めまして昔ほどの荒れた状況がないということは言えると思います。また別の問題と

して、要保護児童の関係は、家庭的なというか、内面的な部分ではありますけれども、

それを別としましては防犯の視点ではそういうことが言えるかなと思っております。以

上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） １１番、藤原でございます。決算書のほうではどこに該

当するのかちょっとわかりかねるんですが、これの決算説明資料の２０ページ、上から

７番目の老人軽度生活援助事業ということで１７万９，０００円の予算に対して執行は
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ゼロということです。１７万９，０００円で給付申請がないということでございますけ

ども、この老人軽度生活援助事業の内容、どういうものであるかということと、それか

らこの事業そのものがもう必要ないのかどうか、それから給付申請がなかったというの

はその分のＰＲが足らなかったのかどうか、その辺の原因のところを分析をお願いした

いと思います。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。まず、こ

の老人軽度生活援助事業の内容につきましては、おおむね６５歳以上のひとり暮らし高

齢者またはおおむね６５歳以上のみの世帯で何らかの援助なしで自立生活が困難な方に

訪問介護事業以外の家事援助等を提供するという内容のものでございまして、先ほど質

問のありましたようにそういった申請がなかったというところがまず１点、歳出にもな

かったという、ゼロという結果になっております。

このものにつきましては、当然ながら社会福祉協議会等にもそういった制度がありま

すといった、そこら辺等の周知等はさせていただいておるんですけども、全体、全域的

に周知がされておるのかどうかというところについては若干の疑問があるところではご

ざいますが、そういったものについて当然ながら町としての最低限のＰＲというものは

しておるという認識ではあります。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） 説明資料の１９ページですね、下のほうですが、集落公

園整備事業１００万とありますけど、これ地域の公民館の修理については申請で予算限

度でということは承知しておるんですが、グラウンドということになってますけど、こ

の辺のルールというのはどういうふうになって、グラウンド関係の整備、補助ですね、

ルールをお願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。これにつきましては、

集落のグラウンド並びに運動施設、ゲートボール場と休憩施設等を整備されるときに２

分の１を補助するというものでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほかございませんか。ないようでござい

ましたら３款を終了したいと思いますが、よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ３款ないようでございます。３款を終了いたします。

次に、４款衛生費、１０４ページまでをお願いいたします。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。説明資料２４ページの下から４段目、

食育計画云々の関係ですけれども、昨年度の２４年度の決算、事業計画の推進状況から
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見て２５年度への取り組み、どういうふうに２４年度の実施が２５年度に反映されるの

か、またこの事業の取り組み内容として町がどういうふうな指導的立場にあるんか、こ

のあたりについて御報告と将来の計画について考え方についてお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。まず、２

４年度の実績を踏まえてというところで、新たに例えばこの７月にいわゆる学校関係、

またそういった団体というところでそういった食育の連絡会議というものを１度開催を

させていただいております。このことにつきましても例えば今年度から幼稚園等にもそ

ういった食育ということで、食育の指導という形で、現在も実施した幼稚園もあるわけ

でございますが、そういったところで新たな取り組みという形を今展開をしております。

それとあわせまして今、赤松議員がおっしゃいました内容のものについて、当然なが

ら通常子供は幼稚園、また保育所、学校等でそういった食育ということで学校給食の中

では当然盛り込まれておるわけではございますが、これが家庭に入りますと当然これは

今度はいわゆる家庭内での食育というものの推進をする必要があるというところでござ

いまして、そういったところも含めまして先ほど申し上げましたように、幼稚園であれ

ばいわゆるお母さん方を対象にした食育ということの研修ということで幼稚園のほうに

も入らせていただいた、そういった実績がございます。それとあわせまして、そういっ

た形の広報等についても今後も引き続けてやっていきたいという思いはございます。

ちょっと私、今手元にはないんですけども、今年度のいわゆる目標というものが５項

目でしたかを新たにまた設定をしております。そのものについてまたちょっと今のとこ

ろ資料が手元にございませんので、そのものにつきましてはまた午後から資料というこ

とで報告をさせていただきたいというように思っております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。続けましてなんですけれど、今の回答

は子供を中心としたような食育なんですけど、神河町は前々から問題になってます生活

習慣病と循環器系の病気が多く、国保財政を圧迫しとるいうふうなことで、町全体の問

題として食育があるんではないかな。そういうふうな中から昨年度の取り組みに対して、

先ほども課長さんが報告されてましたけど、新たな取り組みとしてこの７月に組織編成

をして神河町の住民の健康を守っていく、増進していくいうふうなお考えがあるようで

ございますけれども、やはりこういうふうな取り組みの中で昨年の取り組みにどんな問

題があって、そしてこの７月に新しい組織を発足されて、どう取り組まれるんかな、こ

のあたりがもう少し詳しくわかりましたら説明お願いしたいと思います。よろしくお願

いします。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。まず、子

供のことでちょっと例えば例を申し上げますと、神河町の小学生にいわゆる肥満児とい
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うものが割合が郡内で神河町の場合は、特に３年生か４年生でしたか、に肥満児の割合

が郡内でも高い、そういったことがございます。そういったことがありまして、この夏

休みの期間中にそういった児童を対象に、当然保護者も含めて、いわゆる研修会的な内

容等のそういったものも実施をさせていただいて、それでまず肥満児というのは、どう

いった形になるのかと言われると、当然食育管理というところの問題ができていないと

いうところがございますので、まずそういったところからも取り組みをやっておるとい

うところがございます。そういったところについて新たにもまたそういったことも含め

まして、またそれと今現在実施しておりますいわゆる男性の料理教室等についても、そ

の中においての食育ということの内容も含めたもので当然実施をしておるというところ

でございます。そういったところで少なくとも子供だけじゃなしに、いわゆる子供から

お年寄りまでの食育というのは、当然赤松議員が言われるとおり、これ必要不可欠なも

のでありますので、当然それがいわゆる成人病等にも及ぼす影響というのが大きいもの

がございますので、そういったものは当然今後も進めていく必要があるというところで

は我々のほうとしても認識をしております。そういったことで今後もそういった体制づ

くり、またそういった指導等に進めていきたいというように思っております。以上でご

ざいます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） １２番、成田です。同じページで、２４ページで健診の

関係ですが、特定基本健診、がん検診、婦人健診というところで、ここのところ健診事

業が一応横ばい状況にあって、いろいろと努力していただくんですが、上がらないと、

こういう課題があると思うんですね。それで私は、以前からもうぼつぼつ重点管理ある

いは個別管理、個人管理のレベルに入っていかないと、なかなか集団管理では難しいよ

というふうに申し上げとんですけども、この辺についての認識をちょっときょうは確認

しときたいと思います。

もう一つ、事例に学ぶということで、長野とかいろいろやっぱり皆ごっつ頑張って日

本一の健康寿命一番というようなことで競っておるような状況がございます。そういう

とこにぜひ学んでいただきたいということで、その辺の考え方もちょっとお聞きしたい

と。やっぱりいいとこに学ぶ、いい事例に学ぶというの一番早いですね。まねしていけ

ばそこまでは到達できるわけですわ。それを超えるときにまた新しい工夫が要りますけ

ど、そういうことで当局と議会と一緒にぜひ勉強して、日本一の健康の町にしたいと思

ってますんで、ちょっとその辺の見識お願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。まず、特

定基本健診、またがん検診等でございますが、２３年度と２４年度を比較いたしますと

微妙いうんですか、受診率の伸びというのがたしか２．２ポイント上昇したということ
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で常任委員会のほうでは報告をさせていただいたところでございますが、これにつきま

してもまず日曜健診の実施を２４年度で１回、２月に行った、その成果があるのかなと

いう思いがいたしております。

がん検診等については、特に婦人健診については２年に１度の検診受診というところ

で、２４年度については２３年度受けられた方については２４年度が実施ができない。

ただし、自費による受診は大丈夫ですよというところがございますので、その点につい

ては若干の減少というところがあったかもしれませんが、少なくとも今言われておりま

すように個人対応というところにおきましては、まず今回においてもそれぞれ何か異常

が見つかったという方については結果通知は一切送らずに、はがきの通知を送らせてい

ただいて、個人指導を今させていただいております。そういったことで各集落の公民館

回りを保健師でやらせていただいておるのと、その中には栄養士が当然必要であれば栄

養士も同行してそういった栄養指導等にも当たらせていただいておると、そういったと

ころでございます。

したがいまして、当然成田議員がおっしゃられるように、まず集団で受けたけども、

これはあくまでも最終的には個人対応をする必要があるというところは、私どものほう

の担当課としても十分承知をしておるわけではございますが、ただ来られない方につい

てまたこちらのほうからフォローするということが当然ながら必要であろうというとこ

ろがありますので、その結果等について特に今後いうんですか、緊急的に次の２次検査

を要する方については電話等で御連絡をさせていただいて、いわゆる未然防止という対

応も今とらせていただいております。あわせましてそういったこの結果、今後こういう

病気になりますよ、病気になっておられるんじゃないですかという方についても、時間

はかなりかかってはおるんですけども、ある程度保健師のほうで個人対応をさせていた

だいておるというところが今現在の内容でございます。

それともう１点のいわゆる食育の関係でございますが、確かに議員がおっしゃってお

られるとおり、あくまでも神河町の住民が健康で、前課長じゃございませんが、ピンピ

ンコロリという形が一番ベストだというのは十分わかっております。そのことについて

議員が提案されておられたように、当然この行政と議会とが同じようにこの問題につい

て取り組んでいくという必要性というのは我々も感じております。したがいまして、い

わゆるそういった情報提供もしていただいて、そして先進地というんですか、そういっ

たすぐれた事例等についても我々のほうとしてもいち早くそういった情報の入手もさせ

ていただきたいし、また議員各位においてそういった情報がございましたら提供いただ

きたいというように考えております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。決算書では１０２ページですね。説

明資料では２６ページですか、水質調査のことが出ておりますが、この説明によります
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と定点１２カ所と２つの下水処理場の上流、下流地点の水質調査並びに特定３カ所の調

査をしたというふうに書いてあるわけですが、これはそれでいいんですが、やはりこう

いうことについては例えば親切にしてほしいのは、そういう調査したらせめて水質基準

はクリアしとりますよ、そういうようなことがあってもいいと思うんですが、これは住

民生活課長、まずクリアしとるというふうに受けとめていいんでしょうかね、その辺お

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 水質検査につきましては、一般項目あるいは、これは

昔からの継承でございまして、公害に関するということで重金属項目もあわせてやって

おります。大腸菌群というところで少し数値オーバーがあったことは常任委員会でもお

知らせをしておりますけれども、それに対するもう少し絞り込みの調査を今からやろう

としている。それによって大腸菌群がどうなのか、どういう位置づけなのかというふう

な調査をする必要が残っておるわけでございますけども、それ以外の数字については何

ら問題なく、いい結果を得ております。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） １２番、成田です。同じ資料の２５ページですけども、

乳幼児あるいは妊産婦というところで、この辺の施策が随分とずっと並んでおりまして、

力が入っておるということは現実わかるんですが、最近いろいろやっぱり健康問題の中

で、あるいは子供の少子化という問題、あるいは子供の問題児、つまりキレるとか、あ

るいは異常分娩とかいろんな問題がいろいろ聞こえてくるもんですから、よく尋ねてみ

ますと妊婦の羊水というんか、腹の中のお水、要は羊水ですね、腹の中じゃなしに、要

は子供の育つところの羊水、これがやっぱり濁ってるという。それはやはり食の嗜好か

らそういう状態になるんだと思いますけども、三重大学でそういうものがいろいろ研究

されております。そういうところで最近の傾向としては、生活の習慣、食習慣というこ

とが非常にやっぱり大きく影響してる。それに羊水が濁ってくるとやはり子供のどうし

ても異常になる、あるいは生まれても元気がないと。植物も一緒だと思うんですけど、

やっぱり小さいときに種から、苗からしっかり育てないと元気な植物に育たないという

傾向がありますし、同じだと思います。そういうところでこの辺の取り組みのレベルを

もっと上げていくということね。予算的にも余りたくさん使ってないですけども、もっ

とこのレベルの対策をレベルアップしていくという捉え方をぜひやるべきかなと、この

ように思いますんで、この辺の研究について、あるいは状況把握についてちょっとお尋

ねをしておきます。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） まず、成田議員がおっしゃっておられます

いわゆる妊婦のおなかのほうの羊水、その問題についてちょっと私のほうもまだ認識不
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足で申しわけないんですけども、ちょっと把握をしておりません。

ただ、今おっしゃられるように、いわゆる少子高齢化という、特に少子化というとこ

ろの中で妊娠をされてからの母体の管理といったものからまずそういったものを、まず

最初に母親の体の健康というものを維持することによって当然胎児にもそれはそのまま

イコール影響して、そして不健康な母親であれば当然生まれてきた子供にもいろんな支

障がある可能性が出てくるというところでございます。そういったもののいわゆる今後

の取り組み方というところにおいては、まずこういった妊婦の健康診査事業、そういっ

たところでの取り組みをもう少し強化をする必要があるのかなというところはございま

す。このものについては、まず定期的にいわゆる医師にかかった方々の経費ということ

で今回金額が決算として上がっておるわけでございますが、それとあわせまして母親教

室、そういったものを開催をしておりますので、そういった機会を捉えて今おっしゃら

れた、またそういった事業の展開というものを今後進めていきたいというふうにも考え

ております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほか特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、４款衛生費を終了いたします。

次に、５款農林水産業費、１１６ページまでをお願いいたします。質疑のある方どう

ぞ。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） １１６ページの１３節委託料の中でピノキオ館ですか、

木工芸センターの活動について、以前は森林組合が受託しておりまして、そしていろい

ろ休館されとる状況が多いいうふうなことで住民非難があったと思います。新たな受託

者をお願いして、活性化、町の林業の活用いうんですか、そういうふうなことも踏まえ

て新しい受託者にやっていただいております。その２４年度の活動実績、どういうふう

な形で具体的に森林組合やっておった状況から飛躍的に活性化しとるんか、このあたり

の内容について御報告お願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課参事。

○地域振興課参事（小林 一三君） 木工芸センターの関係につきましては、利用者数が、

ちょっと資料、今探しとんですけども、かなりふえとるといったような状況ですけども、

今まで森林組合が受託しとったときは割合木材を、割合いうこともないんですけども、

消費していただいてたと。今回につきましては夏休みにつきましてはいろいろと丸材と

か木工の関係で、学校の宿題の関係で木材は使っていただいてるんですけれども、通常

期においてはベニヤ板でのカーミンの看板とかそういうようなやつでの使用といったよ

うな感じに変わってきておる状況でございます。

利用実績につきましては、資料あるんですけども、ちょっと調べます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。
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後ほど資料説明してください。（「済みません」と呼ぶ者あり）

地域振興課参事。

○地域振興課参事（小林 一三君） 利用実績につきましては、対前年度１２６．７９％

といったような数字が昨年上がっておる状況でございます。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。この１２６．７９％利用実績が対前年

比で上がったいうことなんですけれども、どれぐらいの収益が上がりよるんか、この辺

事業の内容ですね。ちょっとただ１２６．７９％の中身が全然わからないというふうに

感じるんですけど、もし中身がわかりましたら内容でこんなことやってこういうふうな

状況で収益がどんだけ伸びたんやいうふうな説明がいただきたいと思います。よろしく

お願いします。

○議長（安部 重助君） 地域振興課参事。

○地域振興課参事（小林 一三君） 民生産業常任委員会の資料でも報告してるんですけ

ども、木工品の売り上げが２７７万円、現場の関係の売り上げが７万６，０００円、施

設利用料が９万８，０００円、コーヒー等を提供してますので、それが７万４，０００

円といったような数字で、合計収益、町からの委託料も含めまして６０２万円といった

ような内容でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） １２番、成田です。これは農林業の関係でどこに当たる

かはちょっとわからないんですが、農林業の資料説明の中で不用額一覧表というのが１

１ページ書いてあるんですが、不用額一覧表（一般会計）、その中で農林水産業という

ことで６，８４９万３，０００円と、こうなってまして、その中で内訳が林業振興費、

県民緑税活用事業４，５４２万２，０００円、環境対策育林事業１，２６６万７，００

０円と、こう内訳が出てるんですが、恐らくこういう事業推進しようという予算あるい

は計画であったというところで、最終的になかなかこれがうまく進まなかったというこ

とで不用額ということになっておると思うんですが、その辺の障害、この事業が進めら

れないという障害があるからなかなか進められないんだというふうに解釈するわけです

けど、その辺についてその障害等がどういうものかいうことについてちょっとお尋ねし

ときたいと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課参事。

○地域振興課参事（小林 一三君） ここでの不用額、県民緑税の活用事業、これにつき

ましては大体１０から２０ヘクタールの集団で事業実施をするといったようなことにな

るんですけども、やっぱり一部の森林所有者に理解が得られないと、施業するに無料で

材を切りますよといったような感じ、そういうことに理解を示されないということで事
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業実施ができないといったような点が一つとしてあります。

環境対策育林事業につきましては、昨年度１１月に森林施業計画制度がもう全て計画

として切れました。それまで計画はあったんですけども、造林補助金として搬出間伐と

いったような体系への造林補助金に移行されましたので、やっぱり搬出間伐イコール損

をするとか、いろんな理由があってなかなか森林所有者の理解が得られなかったといっ

たような状況があって森林管理１００％につきましては実施できてないということがあ

ろうと思います。

その対策として今９地区ですか、森林経営計画、これが樹立されとるわけなんですけ

ども、これに基づき順次施業をすると。９地区だけでは面積が少ないですので、ことし、

来年にかけてあと１０カ所あるいはもう少し計画が立てられないかといったようなこと

で計画、協議を進めております。どちらにしましても森林所有者の理解といったような

ことが重要な要素になろうと思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） もう少し突っ込んでお尋ねしますが、この一部の人に理

解が得られないということですね、緑税の活用のほうですけど、この得られないという

そのもう一つ奥の深いところの原因というのは何なのかなと、こう思うんですけど、ち

ょっとその辺について思うところがあれば。

○議長（安部 重助君） 地域振興課参事。

○地域振興課参事（小林 一三君） 家の裏とかの支障木伐採するに当たって、補償は一

切しませんと。補償してもらえへんのやったら協力しないといったようなことが一番重

要な要件でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

髙橋議員。

○議員（３番 髙橋 省平君） ３番、髙橋です。１１６ページの林業費、林業振興費、

１３節の委託料のところに松くい虫防除事業委託料とありますが、ちょっとこの松くい

虫防除事業について簡単に説明をお願いできますでしょうか。

○議長（安部 重助君） 地域振興課参事。

○地域振興課参事（小林 一三君） この松くい虫防除につきましては、グリーンエコー

のオウネン平の松林３ヘクタールについて県事業で松林を守ってキャンプ場としての美

観を守っていこうといったような事業で、エコワン３フロアブルといったようなものを

地上散布しております。散布に当たっては、前々回ですか、一般質問でもお答えしたと

思うんですけども、道路は全て通行どめと、看板等につきましても３カ所、４カ所に立

入禁止といったようなこともしまして、ミツバチ等につきましても避難をしてください

よといったような対処をして実施してるといったような状況でございます。

○議長（安部 重助君） 髙橋議員。

○議員（３番 髙橋 省平君） ３番、髙橋です。ということになりますと他の地域では
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松くい虫防除は行われていなかったということになりますでしょうか。

○議長（安部 重助君） 地域振興課参事。

○地域振興課参事（小林 一三君） 松くい虫防除につきましては、グリーンエコー笠形

だけです。かつてはゴルフ場の航空防除とかいろいろとされてるんですけども、近年、

１０年、１５年ですか、それぐらいはグリーンエコーの松くい虫防除３ヘクタールのみ

でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） 関連しまして、もう一つだけお願いします。農薬使用と

いう問題でございますけども、今の時代、農薬あるいは化学肥料というのは徐々に減ら

していくという流れがあると思うんです。中国の例を見ましても、中国の食料品という

のは全く農薬漬けで安心できないと。極端なケースですけどね。日本はそこまでいって

ないと思いますけど、しかしそういうことが、もう過去には日本もそういう形でかなり

農薬使ってきました。そういうことがやっぱり地球の自然環境破壊しておるということ

になっていると思うんで、そこで今後、例えば研修するにしてもこの間、我々役場の主

導なり議員の主導で無農薬研究会いう形で立ち上げてやったんですけども、その後で今

度は農薬使用の農業の研修会をしますという放送がなされとったんですけど、今やむを

得まいかもしれませんけど、ぼつぼつその辺の考え方というものを切りかえていただか

ないかん。これはもう町全体、議会全体もそうなんですが、そういうことにして、環境

の改善、そして人間の健康という形に結びつけていかないと、過去のやっぱり反省して

もらわないかん、我々も反省せないかん、このように思うんですが、その辺の考え方を

少しお願いしたいと思います。これはトップにも聞きたいと思うんですね。

○議長（安部 重助君） まず、地域振興課参事。

○地域振興課参事（小林 一三君） 農薬の使用につきましては、法的に基準がございま

して、その使用を守れば、飛散防止とか履歴管理とかすれば問題ないですよというて法

律的に規定されている以上、それを超えて規制するといったようなことは行政としては

できないというのが一つあろうと思います。

その中で町としての考え方は、保田ぼかしとかいろんな有機栽培の関係、情報として

農家の皆さんに提供して、農家の皆さんがいろいろと選択されてはどうかなといったよ

うな考えで農薬の使用の関係等について講習会、あるいはもっと先に行けば６次産業に

対する講習会等も情報として、知識として農家の人に知っていただきたいというふうな

ことで考えておる程度でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 町長の考え方は、お聞きします。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 地域振興課参事が答弁をしたとおりでございまして、法の基準

に基づいて現在使用がなされてるということでございますし、しかしながら成田議員質
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問がございましたように、より無農薬の農産物の生産というのは誰が見てもよいことだ

ということは誰もが思うわけでございますけども、しかしながら生産者側といたしまし

て需要と供給の中でどういった品質管理をすることで生産した農産物が出荷できるのか

というところの市場との関連もございますので、そのあたりは慎重にやらなければいけ

ないであろうというふうに私は思っております。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。先ほどピノキオ館の件で意見が出たん

ですけれど、実際非常に頑張っていただいておるわけなんですが、その中でそういう委

託の施設においてほとんど空調設備いいますか、冷暖房は完備されとるんですけど、ピ

ノキオ館においては作業所においてはなされてないということで、特に夏場は子供たち

とかの教室で非常に暑いということで、スポットクーラーで対応しておられるわけなん

ですけれど、あそこ天井が高い関係上、クーラーをつけるということは非常に光熱費が

高くなるんですけれど、そういったことでスポットクーラーの要望を委託受けたときか

らされておるということなんですが、今回も要望したけど、なかなか設備してもらえん

のやというような話を聞いております。そういうようなことで、もし熱中症とかそうい

うようなことが起きればどないすんやというふうなことの心配をされておられます。そ

ういうことで何とか予算の中で、本年度はしょうないいううちに、そういう形の設備を

しっかりとするべきじゃないかと思うんですけれど、そういう方向の思いはどういう考

えですか。

○議長（安部 重助君） 地域振興課参事。

○地域振興課参事（小林 一三君） 木工芸センターのスポットクーラーの関係ですけど

も、これは管理者、館長との相談の中で順次スポットクーラーを委託料の中から買って

いくと、台数をふやしていくというふうなことで了承していただいてるという報告もら

ってます。

もう一つ、スポットクーラーやなしに完全なるクーラーの設置いうのも考え、協議し

たんですけども、やっぱしああいうほこりの出るところにつきましては通常のクーラー

ではだめやと。かなり高額のクーラー設置にせんとだめですよと。あんまり長もちもし

ませんよといったようなことを設備会社から聞いておる状況でございます。今のところ

はスポットクーラー、地元の管理者のほうで対応願うということで了承いただいてると

いうふうに思います。

○議長（安部 重助君） 藤森委員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。了承をいただいておるという、委託料

の中からいうことですけれど、館長の話ではそんな了承はしてないということの中で、

年々そんな形で３００万の委託料からどうこうやなしに、やはり行政としてスポットク

ーラーを必要な分、設備をすべきではないかと私は思います。
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それと向こうの（聴取不能）で話しして了解を３００万もらいますという中で館長の

言われるには、一筆町に出しておりますということでございます。といいますのは、も

し熱中症とかなんか起きた場合、行政で責任持ってくださいよという文書を出しており

ますので、そういった場合、行政本当にそういう形で責任をとれるんですか。やはりす

るべきことをしっかりしていかんことには、もし、今の現状ですからどんなこと、熱中

症、またそれに関する事故があるかもわかりません。本当にそんな形で責任とるような

形で思っておられるんですか、どうですか。

○議長（安部 重助君） 地域振興課参事。

○地域振興課参事（小林 一三君） 施設全体が暑いわけではなく、研修室についてはク

ーラーがついております。気分が悪いような状況であれば研修室のほうにクーラーあり

ますので、対処してくださいといったような話もしております。

スポットクーラーの再度設置につきましては、そういう要望が多いなれば２台程度備

品購入、ただ備品購入となりますと３０万円を超えへんと思うんです。そこらの問題が

ございますけども、財政とも今後、協議をしていきたいと思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。３０万の話が出たんですけれど、私が

言いたいんは当初からそういう設備が不足であったと。委託３００万したけれど、この

中でやっていく中でこういうものが不足だから、こういうものをしてほしいと、要望の

中では、その３０万どうこうやなしに、やはり行政としてそういう設備は必要であると

私は思うので、考えて設置すべきと思うんですけどね。

○議長（安部 重助君） 地域振興課参事。

○地域振興課参事（小林 一三君） 一番当初の話では、やっぱしほこりが出るというこ

とで、そこまで必要はないと。近年女の人が中心に夏休みの利用もふえてますので、そ

ういった要望が多い状態だとは思いますので、その辺も含めて再度検討、協議したいと

思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。１１６ページになるんですが、１点

目は、一番上に千ケ峰 三国岳線の改良工事負担金と出ております。この事業につきま

しては県の事業として進めていただいとるわけですが、昨年も予算が執行できなかって、

５００万円程度やったと思うんですが、負担金が、そういう形で事業がおくれていって

おるというように思います。これ生野町のほうまで通ずることになりますが、非常に難

しい質問になるかもわかりませんが、おおむねいつごろ貫通するんでしょうかね、その

辺が１点です。

それから林道水谷線の舗装工事が２３年、２４年度、一部繰り越しがありましたが、

現時点では完成してるということなんですが、お隣の町の多可町との通行が非常にしや

－２１８－



すくなったのか、その辺現状について成果をお尋ねしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（藤原 龍馬君） 建設課、藤原です。まず１点目の千ケ峰 三国岳線ですが、

今現在神河町側で大畑から北向いていっているルートと、新田から南向いているルート

と２つあります。残念ながら大畑から北向いていくルートの地権者の協力が、大分もう

かなり時間をかけて交渉しとるんですが、中断したということで、ルート変更を余儀な

くされております。新田からのルートについては、南向けに年度予算の中で順調に下が

ってはきているんですが、完成予定が、今のところの最新情報ですが、平成３７年度の

完成と聞いてます。南からのルート変更した分について、今年度、２５年度から地元の

財産区、それから生産森林組合の協力を得まして、承諾を得まして今年度ルート変更の

分から着工していくということになっております。それが１点でございます。

それから林道水谷線でございますが、昨年度１，４００メーター舗装を行いました。

約半分です。今年度入札打って残りの半分、１，５００メーターぐらいを実施しようと

しておりますが、２年前の台風１２号災害のときに谷から土砂が出てきまして、その土

砂どめを治山課、農林のほうに要望しておりましたところ２５年度、今年度工事をして

いただけることになりました。ただ、それがちょうど今年度やる林道の工事区間と治山

の堰堤がダブってしまいまして、工期的にダブってしまって相丁場になっておる、そこ

ら辺調整しておるんですが、とりあえず水谷線は基幹林道との交差点、上から下向けに

そこだけは完成させようとしております。ただ、治山堰堤のとこから去年やったとこの

つなぎの部分を治山の堰堤済んでから、先やってしまえばまた傷む可能性がありますの

で、同じ相丁場やし、業者が違いますので、その辺の調整をしながら見ておるところで

す。もしかすれば今年度、２５年度の完成がちょっと今危ぶまれておるかなといったと

ころは懸念しております。ただ、思いは２５年度中に全線開通、舗装完了したいという

ふうに思っております。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。（「もう１件大丈夫ですか」と呼ぶ者あ

り）いや、３回過ぎてますんで。

ほかありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございますので、５款農林水産業を終了いたし

ます。

次に、６款商工費、１２４ページまでをお願いいたします。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。１１８ページの１９節の負担金の関係

で商工会の補助金の関係なんですけれども、昨年ぐらいから商工会の職員が異動で福崎

に行ったりいうふうなことで、何かローテーションが町域を超えたローテーションにな

ってるように思います。そこでこの神崎郡３町の商工会の補助基準いうふうなものはど
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うなってるんかないうふうにお伺いをいたしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。郡内３町の補助基準

につきましては、調査させてください。ちょっと手元には資料ございません。

町につきましては、基本的には人件費相当額を今まで補助してきていると、人件費相

当額という実態でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） １２番、成田です。商工観光政策戦略について、ずっと

私たちの持論を言ってるんですが、要はかなり、きのうも言いましたけれども、たくさ

んの観光施設を持ち、なおかつ観光施設の維持してるための投資を随分とやってます。

その数字といえば３億数千万というふうにきのう資料でいただきましたですけども、こ

の観光政策に対する考え方で、きょう細かく回答してもらう必要はないですけど、決算

委員会で少しその辺のやっぱり政策、戦略のすり合わせというんか、考え方をちょっと

議論したいと思います。ベースとして今観光資源に投入してる費用、まず総額を、以前

も出していただきました。大河内高原とか、あるいは大山の谷とか、あるいは越知谷の

谷、それぞれの谷に分けてどれぐらいの年間投入してるのかという、まず投資費を出し

ていただいて、そしてそれの成果というんか、効果というもの、何を狙いとしてんのか、

効果、成果ですね、狙いの成果、狙いの効果、それを出していただいて、実際にじゃあ、

２４年度、２３年度、過去に実際どれだけの成果、効果というものを評価しておるのか、

こういうことについてぜひ一度総括せないかんと思います。観光資源、施設たくさん持

ってるもんですから、幾らでも金がかかるわけですね。そういうことで１０年、１５年

先には予算規模を縮小していかなくてはならないということでございますので、その切

り口を今から見つけていかないと、そのときになっては遅いんで、今から議論すべきだ

と思います。そういうことでその基本的な資料をぜひつくっていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 商工観光係担当の副課長がそれなりの資料を取りまと

めておりますので、それを再度、ただいま御指摘受けました件入ってるかどうか確認し

た上で、これ決算特別委員会でお配りしたい思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほかございませんか。

立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。商工観光に関連して、一つ、気のつい

たことだけお知らせをして、見解を聞きたいなと思います。実はこれは決算認定の審議

でありますから、過去２４年度の足跡を見るという意味での質問でございます。それ何

かいいますと、この８月の２０日前後だったと思うんですが、たまたま姫路へ行きまし
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てＪＲの中央出口の正面に姫路市の観光案内所みたいなんありますね。かなりスタッフ

を配置して大がかりな事務所つくってます。そこ今、姫路は黒田官兵衛ブームいうんか、

問題で沸き上がってますから、非常に展示物であったり紹介物はたくさんあるわけです。

ほんで銀の馬車道を中心とした、いろんな各関係市町村のパンフもあるわけなんですが、

私は、これだけ神河町は観光客誘致１００万人対策という格好で大きなアドバルーンを

上げてキャンペーンをやっときながら、パンフなるものが探いても見当たらんわけです

わ。ほいで１カ所だけ、農村公園ヨーデルの森、これのパンフが１種類だけありました。

これちょっと寂しいことやな。神河町の観光スポットとして非常に人気があるから、パ

ンフは幾ら配置してもすぐ売れるというのか、持って帰られるんかなというふうに私は

善意に解釈して妙に納得してその場離れたんですが、生野町も出てました。市川町も数

種類出てました。福崎町ももちむぎ麺の話、それから柳田國男の生誕の地、これらをメ

ーンにしたパンフがたくさん出てました。それから西播のほうでしたら佐用、上郡、そ

ういったところもたくさん出てました。

これは一遍、たまたま行った時期が差しかえの時期やったんか、次の手が回らなんな

んかは別にいたしまして、こらどこがやってるんや、観光協会にそういった作業を丸投

げしておるのか、あるいは地域振興課の商工係はそこまで目くばせをして細かい地につ

いた活動やってるのか、ここらがちょっと私どうかなという感じがしましたんで、２４

年度の活動を振り返って果たしてそういった面の配慮ができてたかどうか、こういうこ

とについてちょっと地域振興課長の見解を聞きたいし、逆にこれからの参考にしていた

だきたい、こういう思いで申し上げておりますんで、ひとつ答弁いただきたいと思いま

す。以上。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。ただいま立石議員か

ら御指摘いただきまして、本当に申しわけありません。ほかの市町があって、我が町が

ヨーデルだけという実態、それは非常に申しわけなく思っております。いろんなパンフ

レット、各施設もつくっております。町で一つの分もございます。いろんな面を持って

桜華園の終わった後、商工観光の担当の係が各マスコミとかそういうところもずっと回

りましてお礼も言ってパンフレットも配ってしたところ、６月にはしているんですが、

それ以降の分が多分売れてしまったんだろうというふうに思っております。非常に反省

しております。もう少し丁寧な対応せなあかんなと。私が、古い話せんときます。

ヨーデルとかマップとか砥峰とか峰山のパンフレットは、作成している分が今手持ち

が非常に少なくなっているいう現実もありまして、あれも印刷するにもたくさんの経費

がかかりますんで、今年度の予算でできるだけ対応して早目早目の対応はしていくとい

うところでございます。ですがどこでもばらまきましても、すぐなくなってしまいまし

て、非常にもったいないいう思いもあります。それ重点的にそれを配る、置くところ、

今、立石議員御指摘のように、やはり人が多いＪＲの駅前、これは非常に最重点箇所か
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なというふうに再認識させていただきましたんで、そういうところをもう一度係全体で

チェックし直しまして、マスコミも含めてできるだけ今ある予算で対応できるような体

制をつくり上げていきたいと思っております。ありがとうございます。

○議長（安部 重助君） 立石議員。

○議員（２番 立石 富章君） ２番、立石です。特にこの問題、私は非難しとるわけで

も何でもないんです。実態がそうですよということで、本当に地についた神河町宣伝し、

観光立国を目指すとするならば、そこら絶えず目配りをする必要がありますよというこ

となんですね。早速帰って、駅前の観光センター、ここへその話もしときました。ああ、

そうですかいうような感じで、じゃあ、私どもが定期的に点検に行ってますという返事

もないし、あっ、これどんなんかなというちょっと心配しましたんで、こらひとつぜひ

に私は、ああいう西播磨の一番人がたくさん集まるとこのメーンのところにやっぱり気

を使いながら宣伝すると。経費がかかるとかかからんとかいう話以外の話として十分有

効な宣伝をしてもらいたいなという思いがありますんで、よろしく頼みます。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） ただいまの御発言、御指導を重く受けとめまして、そ

のように係、取りまとめて対応してまいります。ありがとうございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） １１番、藤原でございます。決算説明資料の３１ページ

の一番下の項目なんですが、過疎集落の自立再生緊急対策事業ということで、越知川流

域の活性化を図るために補助事業を活用して有効な事業を推進するんだということの旨

らしいんですが、７８０万の予算に対して決算額がゼロということでございます。民生

産業のほうで説明をいただいたかもしれませんけども、この７８０万の予算をとりなが

ら実施できなかったその理由といいますか、その辺の事情についてお教えいただければ

というように思います。お願いします。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） これも年度末に国から出ました補正に手を挙げて、県

下何カ所でしたかね、９市町でしたか、ぐらいしか当たってないという補正予算が何と

か採択いただいて、事業執行は当然もう年度末でできないいうことで全額繰り越しにな

っている分でございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

ほかにございますか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。１２２ページの目の観光振興にかかわ

ると思うんですけれども、ちょっと昨年神崎の農村改善センターで開催されました料理

の関係のことについて関連してお尋ねをしたいと思います。観光の要素いうんのは、見
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る、食す、行動するいうふうな３つの要素が整わなかったらなかなかお客様の流入が達

成できないいうふうに感じております。そこで昨年の料理関係の講習会に出席をいたし

まして、ああ、なるほどいいことやな、こういうふうなんが振興いうか、活性化が図れ

れば神河町においても外部、外来の方々に喜ばれるものができるん違うかな、生まれる

ん違うかないうふうに感じておりました。

そして質問ですけれども、ああいうふうな講習会を通じて、昨年の実績を踏まえて、

ことしの取り組みがどう展開するのか。ことしだけじゃありませんけれども、今後どう

展開しようとされているのか、このあたり昨年の実績と今後の方向についてお伺いいた

したいと思います。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。町長がいつも申し上

げておりますように、６次産業化いうことは私どもも商工観光の面でも非常に大事なこ

とであろうというふうに考えております。その中で地産地消、これにつきましては食す

るのほうに入るんじゃないかな。行動する、見る、これも地産地消の中にも一部入って

くるかなと思っております。各交流施設、飲食提供してる施設がかなり、ほとんどぐら

いございます。そこにおきまして、やはりできるだけ町の食材を使っていただきまして、

そこで料理をつくっていただいてお客さんに提供していただくと、そこで町内で食べて

いただくと、もしくは町内で加工したものをお土産として持って帰ってもらうというふ

うなこと、これはもう非常にどの施設にとりましても施設のイメージアップ及び売り上

げ増のために非常に大切であると考えております。特に新田ふるさと村におきましては、

もう発足当初から従業員の方がサンショのつくだ煮とか「からかわ」とか大豆の加工品

とかみそとか、いろんなものを施設内で手づくりして、それを特産品として売られてお

ります。つくったものを加工して売るというところで、そのお土産物については６次産

業化もできているという、新田ふるさと村につきましてはできてるというようなところ

もございます。ですが、新田でもそれ以外の普通の食に関しましては、まだまだ弱い面

がたくさんございます。地元でとれたソバ粉も使いながら、そばも提供しております。

施設の周辺でとれた山菜をてんぷらにして、それもそばに添えて提供しております。そ

ういう地産地消いうことで地元料理を食べてもらういうことではかなりできつつあるん

ですが、やはり範囲が絞られてしまっているというような事情でございます。

たくさんの人がお越しになりますヨーデルとかグリーンエコーにつきましては、町内

の野菜等、野菜や果物等の使用がまだまだできていない状況でございまして、それをこ

ういう講習会を通しまして施設の従業員、管理者がせなあかんいう意識は生まれてきて

るとは思います。ですが、それを形にして、金額にして収益にかえるというところまで

がまだまだできていないというところですので、私ども、観光協会も一緒にもっともっ

と積極的に見る、行動する、食す、こういう食に関してもっともっと重点化した取り組

みが必要であるというふうに認識しております。お話しいただいたようなことをもっと
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真剣に受けとめまして、対処していくよう各施設とともに私どもも取り組んでまいりま

す。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。説明資料の３１ページ、先ほど藤原日

順議員の質問の中で今年度できなかって、来年持ち越すということは、本年度の中で越

知川、この活性化についての思いなり、もう現在スタートしとるならどういうことを思

っておられるのかありましたらお聞きします。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） この補助事業につきましては、越知谷地域、長谷地域、

大山谷等も国に申請上げたんですが、越知谷だけ採用になったというもんでございます。

この中のメーンは、ふるさと村から新田不動の滝まで散策道がございます。お越しに

なった方たくさんの方が散策道を通って滝周辺で森林浴をされるという非常に観光面で

も大事なルートなんですが、そこが非常に傷んでいるということがございまして、そこ

の舗装改修をメーンとして捉えております。

あとそれとソフト面で越知川名水街道の事業、それもソフト面で２５年度は取り組ん

でいこうと、この事業の中でやっていこうと思っております。春物語、夏物語、秋物語、

地域、新田ふるさと村を中心に作畑、新田の自立計画策定事業等も絡ませて、観光協会

のそういう交流イベントもあわせてソフト面でも対応していくというもんでございます。

以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） １２４ページの負担金に絡んで、それからこの３目全体

に絡むんかわかりませんけど、要は私も昨年から高原域にお客さんを、来られた方を案

内をしております。その中で開拓道路いいまして、峰山から砥峰に入ります道路の中に

８つの木橋があります。その中で大変揺らいで老朽化が進んで危険なような状況の橋も

何橋かあります。何カ所かあります。これらの補修について昨年は取り組まれておりま

せんけれども、今後の改修計画等についてもお伺いしたいなと思いますし、それから負

担金、１９節の関係で高原利用推進協議会の補助金ですか、これ県から来た事業と思う

んですけれども、この事業実績について書類で報告いただきたいと思います。よろしく

お願いします。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課、野村でございます。峰山から砥峰の散策

道につきましては、たくさんの方散策していただいております。きのうの補正協議のと

きにもちょっとお話ししようかなとも思ったんですが、ひょうごツーリズム協会が発行

しております１０万部発行している雑誌の中で１０月 １１月 １２月号という号があ
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るんですが、そこで赤松議員が砥峰から峰山ですか、御案内いただいてる記事も出てお

ります。本当にありがとうございます。ボランティアとして取り組んでいただいており

まして、感謝申し上げます。

８つの橋があり、これも前から御指摘いただいてる点でございます。なかなか補修計

画いうものができていないんですが、そのままほったらかしにしているわけではござい

ません。どのように改修していくべきか商工観光係として考えております。予算化につ

きましては、今後、財政係とも協議しながら、一度にできるか、どの程度できるか、ど

ういう方策がいいのかをちょっと考えながら、できるだけ改修が進んでいくような計画

を立てて協議していきたいと思います。以上でございます。

それと協会の決算につきましては、特別委員会でプリントして配らせていただきます。

以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、次に移ります。

７款土木費、１３２ページまでをお願いいたします。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。決算書では１２８ページなんですが、

１３、委託料で橋梁長寿化修繕計画策定業務委託料ということで橋の調査をされました。

決算資料にも書いてありますが、橋梁の点検を６６、それから橋梁桁かかり、何か書い

てあるんですが、その点検が４１、１００カ所余りの調査をされました。これは調査が

始まる前に民生産業常任委員会だったか、本会議だったか、ちょっと失念しましたが、

危ない橋があるというようなことで議員のほうから質問があり、たしか町長だったか、

それは失念しておりますが、この調査をするのでというような答弁で議員もその時点で

理解されたと思います。この成果品ができたわけですが、これも苦言ですけれども、そ

ういうやりとりがあったという非常に町民にとっては関心の高い、これは調査であった

と思います。そういう報告を受けてないということでございます。もしそうでなかった

らまた答弁いただきたいと思いますが、それが現状でないかなと思います。こういう調

査をされたわけですから、やはりそれを分析して、この橋はこうしようとか、いろんな

検討がされていると信じておるわけでございますが、そういったところ現状どうなって

おりますかいうことをまずお尋ねしたいと思います。

それから２つ目は、河川費の関係ですが、決算書では見えないんですけれども、説明

資料の中に３４ページですね、下のほうに河川クリーン作戦事業とあります。これが１

００万円ですけれども、事業なしということであります。この予算化された１００万円

のところの、いわゆるこの２４年度の予算になりますが、説明の中に河川公園清掃等、

町内市川水系河川の清掃というようなことが書いてあるんですね。これが目的で１００

万円の予算化をされた。私の見る目では、非常にそういった予算の目的に沿ったような
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箇所が何カ所かあるんですが、これが全然執行されてないということについて、これを

どんな考え方でこの予算化をされ、そしてその事業に向けての取り組みをされたのか、

その辺についてお尋ねをいたしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（藤原 龍馬君） 建設課、藤原です。まず１点目、橋梁長寿命化策定の分で

ございます。これにつきましては昨年度、２４年度につきまして説明資料３４ページに

書いておりますとおり１５メートルから１００メートルを超える橋、６６の橋につきま

して、まず点検だけを行っております。業者委託しまして、橋の下部ですけど、下側か

ら見て鉄筋が出てないか、さびが出てないか、クラックがいってないか、そういう点検

項目がございまして、それの点検だけを昨年度行いました。その点検結果に基づいて今

年度、２５年度に修繕計画を策定するものでございます。したがいまして、点検だけで、

ここがこんなひびが入ってます、こんないわゆる鉄筋が露出してますということに基づ

いてやりますので、その結果は年度末にできれば委員会報告もさせていただければとい

うふうに思います。昨年度この分につきましては、もう点検だけということで御了承い

ただきたいと、御理解いただきたいと思います。

また、それと町内全部で橋梁台帳に、どこに書いとるかな。説明資料の３３ページに

上段、一番上から３段目に道路台帳整備事業とあります。そのところの備考欄に書いと

んですが、昨年度道路台帳のかわりに橋梁台帳を作成しました。これも２メートル以上

の橋が２６７町内にございまして、その台帳を整備しております。先ほど言いました６

６橋、いわゆる２００余りの橋が点検が残っておりますので、その点検をこの２５年度

で続けてやろうとしております。その２５年度点検したやつを２６年度に修繕計画を策

定するということでございます。修繕計画なんですが、結果によりましてはひどいとこ

ろはかけかえという、かけかえしないといけないという報告書が出てくる場合もあろう

かと思うんです。その辺については今度財政協議しまして、じゃあ、いつやるのとか、

橋の修繕を長期的に見まして年度計画立てて修繕計画していかなあかんかなというふう

には思っております。それがまず１点でございます。

それから河川クリーン作戦の件でございますが、議員さんおっしゃるとおりでござい

まして、クリーン作戦、もう名前どおりで呼べば河川の清掃でございますが、この間の

委員会報告でもさせていただきましたが、今考えておりますのは河川内に支障木があっ

て、それを除去するだけの予算とさせて、もう緊急の場合ということで予算化させてい

ただいておるというふうに御理解いただきたいと思います。

議員さんも御要望の河川の中にササが生えておる、アシがいっぱい生えとる、それが

邪魔になって流水阻害しておるというのがそれを除去してほしいという要望も賜ってお

りますが、それ町内の例えば二級河川市川、支川の越知川だけでもかなりの量がござい

ます。１００万ではとてもできませんので、この辺については今後、年度計画を立てて

いくとか、そういうふうなことしていきながら考えていきたいと思います。
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それからなお、この分につきましては、福崎土木のほうにも要望をしております。河

川内の草刈りをしたいからもっと枠を上げてもらえませんかということで要望もしてお

りますが、ただ事業費の半分は県費補助で、半分は町費でございます。事業が大きくな

るにつれて一般財源もふえてくるんですが、それは考えれば半分補助をもらえるんやと

いうことで前向きに考えていければということで、土木のほうにも県のほうにも要望し

ておりますので、２６年度以降については若干前向きに考えていきたいなというふうに

思っております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） 橋梁の関係ですが、この調査についてはやはり補助金も

うて実施したんですね。そのもとは何かいうと、やはり社会資本のいろんなインフラが

老朽化いうんですかね、危険な状況にあるということから大きな動きがあって、地方、

いわゆるこの町にもそういう流れが来たというふうに私は認識しております。今の課長

の話ですと、非常にもう仮に１００調査としたとしたら１００を同じようなレベルで見

ていくんだというようなこと、これは非常にある面大切なんですが、やはりそこに危険

度合い、いわゆる緊急度というようなものがあると思うんですね。ですからやはりその

辺はしっかりと早急に一つの資料が出れば分析して、当然お金がかかります。お金が要

ることはようわかるんですが、早く対応せんと、いや、もう２５年で調査して、また議

会に報告があるんかないか、今のとこ報告受けておりませんので、執行部が責任持って

やれることなればそれでそれ以上言いませんけれども、やはり非常に町民の皆さんから

見れば関心の高い部分なんで、やはりこういうようなことは現状どうなっておりますよ

というようなことはなるべく広く知らせる必要があると思います。そういったところの

考え方いうものがちょっと担当課おかしいんじゃないかと私は思いますので、やはりそ

ういうきちっとした流れに沿っていく部分と緊急性のあるもの、そういうようなものを

分析しながら町民のほうにもしっかりと説明をしてほしいと、これ一つお願いをしてお

きます。

それから河川の関係ですが、課長は後追いのような話をされるんですね。予算できち

っと出ておるんですから、それを受けて町民の人は待っとるわけですね。今、課長が一

人でこの予算のやる、変な言い方ですけど、予算を今までずっと、これ初めての予算じ

ゃないんですね。それで多少なりとも対応されてきておったんですけれども、２４年度

は使っておられません。そしてことし、２５年度になって現実にそういう部分があるん

ですから、２６年度から対応します、これはいつどういう手順でそのやる要綱つくられ

るんか、条例までつくられるんかわかりませんが、その河川のいわゆるクリーン計画い

うんですか、そういったものを樹立されようとしているのか。２６年度からそれを町民

の多くの皆さんに納得してもらってできるような仕組み、その一つの柱として要綱やっ

たら要綱をいつできるんですか、その辺について、これは決算認定のとこですんで、ち
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ょっと走りますが、１００万円がゼロであるという実態に沿っての質問ということでお

答えいただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（藤原 龍馬君） 建設課、藤原です。まず、１点目の橋の件でございます。

先ほども申しましたが、２４年度は点検しただけという言い方まずいですが、点検をし

ました。その結果に基づいて今年度、どういう修繕をするかという計画策定をやります。

それには当然優先順位がつきます。町内に今わかってるだけでも８０年経過した橋もご

ざいます。コンクリート橋で８０年経過している橋もございます。心配をしとるんです

が、とりあえず点検結果もとにプロの目で見ていただいて、それをもう一遍プロの目で

計画書を策定していきますので、まだ時間がかかるということで御理解をいただきたい

と思います。町民の皆さんの関心事とは私も十分わかっております。橋が例えば落ちれ

ば管理者の責任になりますので、もうその辺は十分わかっておりますので、いましばら

く時間をいただければと思います。御理解をください。

それから河川の関係なんですが、さかのぼって２３年度につきましては、河川の中に

支障木、倒れてきよる木があるんや、それがひっかかって、もし雨で倒れたらこっちへ

水が入ってくるんやということで予算いっぱい河川内の木を伐採しました。ずっとこれ

は過去からも同じだと思うんです。草を刈る、木と草とはちょっと違うと思うんです。

草は、水が流れれば倒れる。倒れて、阻害はしますが、立木ほどではない。その立木の

伐採の緊急分として置いておるということで今までは来ております。それをいつするん

やと言われたらちょっと今から考えていかなあかんと思うんですが、優先順位をつけて

緊急度の高いところからやっていくということしか今は言えませんので、御了承くださ

い。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） 課長の見解はわかりました。わかりましたいうより、私

はわかったいうのは、理解していないというんでわかったいうことですよ。決して了解

したという意味やないんですが、そういうことでまず１点目の橋梁の今現在調査された

内容について課長は知らせないとは言いませんが、私らでやりまんがなと、皆さん蚊帳

の外やと、私はそういうふうに受けとめたんですが、そういったこと、それから河川の

今現実に草がぼうぼうと生えている。ところが予算の上では河川のクリーンという形で

の予算が執行されない、その現実について、これとりあえず副町長、ひとつ見解をお願

いいたします。しっかり答弁してください。３回目ですので。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 副町長の細岡でございます。内容的に建設課と協議しており

ませんので、十分協議して進めたいというように思います。この２４年度についての中

身について私のほうはちょっと把握しておりませんので、また課で協議いたしたいと思

います。また積極的に行いたいというように思います。
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○議員（13番 山下 皓司君） わかりました。

○議長（安部 重助君） ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開は１３時ちょうど

といたします。

午後０時０５分休憩

午後１時００分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

日程に入る前に、先に午前中の山下議員の質問に対しての回答で建設課の回答でござ

いましたけれども、副町長のほうから答弁があるそうでございますので、許可いたしま

す。

副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。午前中協議いたしますというところで終

わっていたんですが、山下議員の御質問でございます。この河川クリーン作戦、この事

業の内容でございますが、この内容につきましては支障のある立木ですね、それを撤去

するという予算でございまして、普通河川ですと県のほうに要望いたします。県が予算

的なこと、そういうようなこともありましてできないというようなことがありますと、

緊急を要してますので、町の費用で行おうということでございます。そういう中で１０

０万円の予算を置いておりましたが、昨年度は数件、各区から要望がございまして、県

のほうに要望いたしましたところ災害の予算があるということで、それで県のほうでそ

の要望について全て撤去していただきましたので、この１００万円が町の予算として不

用額として残ったというところでございます。

ことしにつきましても８０万円のクリーン作戦事業ということで予算を置いておりま

して、先般も小田原川のほうの区から１件立木撤去ということでありまして、県と協議

しましたが、県ができないというようなことがございました。そういう中で町でやろう

ということで、２０万ほどかかるということでしたので、それをやろうとしたんですが、

結果として県のほうが撤去してくれましたので、今のところお金を使わずに済んだとい

うことでございます。このようなこともございまして、昨年が１００万円が不用額とし

て残ったということでございます。

山下議員のこの立木じゃなくてほかの意図にも使えないか、使ったらいいんじゃない

かという問いでございますので、その点につきましては今後、役場内で協議していくと

いうことでございますので、またそれについての御回答を協議した中でしたいというよ

うに思います。

それから橋の調査結果でございます。今、橋の調査結果、２４年度で行って、まとめ

ている段階でございますので、そういうまとめができましたらまたどういう状況であっ

たかということは常任委員会のほうに出したいというように思っております。以上でご

ざいます。よろしくお願いします。
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○議長（安部 重助君） 次に、歳入の部分で藤原日順議員から町税収入の内訳について

という質問があったと思うんです。それについて税務課長より説明いたします。

税務課長。

○税務課長（玉田 享君） 税務課、玉田でございます。藤原日順議員さんのほうから

質問があった分につきまして回答をさせていただきます。

まず、平成２４年度の個人住民税、収入額ベースでございますけれども、均等割額に

おきましては２，１７８万１，０００円でございます。対前年度比が３５１万９，００

０円の減でございます。それから所得割額が４億４，３７０万６，０００円でございま

して、対前年度比が１，８６０万円の増となっております。

それから法人町民税でございますけれども、法人均等割額が１，４４６万円でござい

まして、対前年度比が１２９万２，０００円の減となっております。法人税割につきま

しては、４，３５９万９，０００円でございまして、対前年度比１，３５４万７，００

０円の減でございます。

増減の分析でございますけれども、個人町民税の均等割額につきましては景気の低迷

等によります収入の減ということでございます。

そして個人町民税の所得割額が均等割額に対してふえています原因でございますけれ

ども、個人町民税の所得割におきまして増となってます理由は、子ども手当支給により

まして税制改正によって１６歳未満の扶養控除額が廃止となったことが原因でございま

す。

それから法人町民税の法人均等割額の件でございますけども、これにつきましては一

つの企業におきまして９号法人から７号法人に変更となったことが原因でございます。

それから法人税割につきましては、景気低迷によっての収益の減少が原因でございま

す。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 次に、４款衛生費の部分で赤松議員からの質問で平成２５年度

の食育の取り組みについてのいうことで質問があったと思います。それについて健康福

祉課長から説明を求めます。

健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。午前中に

赤松議員からいわゆる神河町の食育についての御質問がございまして、２４年度の実績

を見て２５年度での取り組みをどうしていくのかという内容の御質問であったように私

は思っております。そこの内容につきまして、まず神河町の食育の推進事業を進める上

で４つの基本方針を持ってございます。１つ目が住民主体の食育を通じた健康づくり、

２点目が一次予防の重視、３点目が食育推進から地域の活性づくり、４点目が健康づく

りを支援する体制の構築、この４項目を基本方針として持っておりまして、その基本方

針に基づいて基本目標というものを定めております。

正しい食習慣を身につけ、バランスよく食べようというのが基本目標でございまして、
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その中のまた詳細的に５項目を上げておりますので、そのものについても報告させてい

ただきます。まず、１項目めが薄味の大切さを知り、食卓に調味料を置かない。２項目

めが朝からバランスよく主菜、副菜も食べるよう心がける。３項目めが自分自身の健康

管理のため定期的な体重測定の習慣を身につける。４項目めが地元の食材のよさを知り、

食の安全を身につける。５項目めが次世代への神河の食文化を受け継ぐということでご

ざいまして、これの具体的な取り組みというところで６項目ございます。

これにつきましては、１項目めがバランスのよい食事の推進、いわゆる食育ランチョ

ンマットの活用でそれを推進するというところでございます。２項目めが食育の推進と

いうことで、この点につきましては私どものほうも幼稚園等へ行った、そういった説明

をさせていただいた内容等のものでございます。それと３項目めが適正体重への取り組

みということで、このことにつきましても肥満児の予防というところでの取り組みとい

うことで御説明させていただいたものでございます。４項目めが食の安全 安心という

ところで、広報や給食カレンダーによる啓発の推進を進めていきますと。そして５項目

めが地産地消というところで、地元の食材を使用した料理番組を今後進めていく必要が

あるというところを掲げております。最後が６項目めで食文化の承継というところで、

このものにつきましてと、いわゆる消費者グループのいずみ会がございます。この研究

チームが昨年度作成したレシピ集の普及のため、またこれについてもケーブルテレビの

料理番組等で啓発を推進していくというところでございます。以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 日程に戻ります。午前中に引き続き、次に、７款土木費を質疑

受けます。質疑のある方どうぞ。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。まず、１２４ページの土木費の２，１

００万何がしの不用額の考え方についてお伺いをいたします。一般的には予算執行上、

１２月に３月末の執行見込み額を推定しながら１２月で補正し、緊急を要するものにつ

いては１２月補正で対応するいうふうなんが一般的な考えではないかないう中で、特に

土木費につきましては地域の要望が強いものがあろうかと思いますが、２，１００万ほ

どの何がしの不用額が発生したいうことは、当然補助事業等によって事業が小さくなっ

たり、また何らかの第三者的な要素によりまして事業が実施できなかったために不用額

として残るものがあろうかと思いますけれども、中には一般財源のみで執行部のお考え

で対応できるものがあろうかと思います。これらの有効活用を図る上で地域の小さな事

業、整備事業ができるのではないかなと推測するわけで、この予算の不用額の推計を図

る上で町の管理者会議の中でどういうふうなお考えでこの不用額として計上されたんか

な。まず考えられるのは、通常の需用費とか委託料とかいうふうなものについては予算

執行上１０％は残すような考え方で予算執行計画を立ててくれいうような話もあろうか

と思いますけれども、特に土木費に係ります地元要望等の消化についてはそれとは別な
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お考えで対応いただけたらと思うんですけれども、２４年度決算に当たりましてどうい

うふうな協議がされたんかな、またどういうふうな経過でこういうふうな不用額につい

て管理者として対応されてきたんかないうふうな基本的な部分についてお伺いしたいと

思います。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 建設課長。

○建設課長（藤原 龍馬君） 建設課、藤原です。赤松議員さんの御質問なんですが、土

木費全部に対してそんだけ余っているということで、例えば道路台帳の整備でございま

したら、委託料なんですが、３００万予算を組んでまして、２３０万ほどで落札してあ

る。いわゆる７０万の不用額が出ている。それから道路維持についても３００万予算組

んで、道路清掃やりました。草刈りをやったんですが、これが落札で１８０万とか、そ

こで１２０万の不用額が出ておる。あと大きなとこでいきますと、ちょっと済みません。

一つ一つ精査してみらんとどこで幾らというのは出ませんが、区要望とかいう考えでず

っと予算組んでやっておりましたが、予想以上の要望の修繕はやっております。予算を

組むときにちょっと余分目に組んでしまったかなというところがあるんですが、そこら

辺のところでちょっとずつの不用額が出ておるかなというふうに思います。不用額、分

析がちょっとできておりませんので、その辺のお答えで、いわゆる年度内予定しておる

事業は完全に実施しておりますので、それ以上の事業箇所はやっております。ただ、予

算を組んだ段階で若干過大であったかなという反省もございます。というところでござ

います。以上です。

○議長（安部 重助君） 赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） 内容的にはわからんわけでもないんですけれども、要は

１２月に３月末の決算見込みの推定の中で残りそうなやつで補助事業以外の単独事業に

ついては、例えば一つの事例ですけれども、集落要望で緊急度をＡ、Ｂ、Ｃいうふうな

分け方をされて、そしてＡの分については現年度内で対応できるけれども、Ｂに対応し

たものについて１２月の決算見込みの中でＢをＡに引き上げて対応できるような事業も

あるんではないかないうふうなことで、町の管理職会議の中でこういうふうな事業はＢ

ランクになっとるけれども、一般財源で何ぼかお金が不用額が発生しそうやから対応で

きるようなものがないかないうふうな検討をされたんかないうふうなことについてお伺

いしとるわけで、個々についてどうこうやないんです。予算執行上の問題で１２月の整

理の段階でどういうふうにされて、やむなく決算で不用額として発生した。その発生す

るんやけれども、内部の検討がされたんかないうふうな、このあたりの事務的な作業の

流れについてお伺いしたいな。この辺については副町長あたりがコントロールされると

思いますんで、お考えなり実施状況についてお話をいただきたいと思います。よろしく

お願いします。

○議長（安部 重助君） 先に、建設課長。

○建設課長（藤原 龍馬君） 済みません。副町長指名なんですが、先に私のほうから。

－２３２－



課内では、建設課内で今までの要望あるやつを全部調整しております。年度末に近づく

ということで今から発注してもというところもそれはありますが、地元要望とか緊急で

修繕しなあかんとかいうのもたくさん出てきますので、それについては課内調整を十分

やった結果でございます。例えばあと５０万残っておるから、この分どっかしようかと

かいうのを３月末に発注するということはできませんので、１２月段階で３月決算見込

みということは、それは十分わかっておるんですが、今回でも１２月補正を９５０万ほ

どさせていただいておりますが、それについてもそこで補正した分で不用額が残ってお

るとかそういうのんが出てきますので、十分課内調整した上での結果でございます。そ

れは御理解いただければと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。不用額につきましては、１２月の管理職

会議で不用額が出る部分については３月補正に上げるように、そういう調整は行います

が、実際に土木費となりますと２月、３月ぐらいが完成目標として置いておりますので、

１月ぐらいで予算を補正をさわる場合、まだ完成というところまで出てきておりません。

そういう中でいつどれだけのお金が要るかというような締めもしてない状況なので、も

う残った分については不用額として残す必要であろうというような判断をしております。

もしほかで要る分につきましては、交付税とかが入っておりますので、それで充当して

いくと、ほかの課の科目について要る分についてはそういう交付税等の分で充当すると

いうことで、なかなかこの土木費については２月、３月完成目標というのが多い中で、

それを締めて不用額に残すということは大変難しいというように思います。そういう中

でほかについては、１２月の管理職会議で不用額を残さないように補正に上げるように

というような打ち合わせはしております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、７款土木費を終了いたします。

次に、８款消防費、１３６ページまでをお願いいたします。質疑ございませんか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） １３４ページの消火栓、これは委託料の関係なんですけ

ど、これに直接関係がないかもしれませんけれども、町内の消火栓で首の鉄製のやつで、

これはそれぞれの組織ごとの管理の状況も起因するんかもわかりませんけれども、鉄製

のやつで時々首が動きにくうなるものもあると思うんですけど、これらの残ってる、そ

ういうふうな鉄製の施設がどれぐらいあるんかないうふうな内容についてわかりました

らちょっとお聞きいたしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 鉄製の消火栓の頭の部分の数でございます。今ここで

ちょっと申し上げることができません。また委員会等で報告をさせていただきたいと思
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うんですが、議員おっしゃるようにそういう鉄製のものは、そういう支障が生じるとい

うことは承知をしとります。ちょっと数字的なことは、委員会で報告させていただきた

いと思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 委員会じゃなしで本会議でお願いします。できたらきょうじゅ

うに。

○住民生活課長（足立 和裕君） わかりました。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございます。８款消防費を終了いたします。

次に、９款教育費、１７０ページまでをお願いいたします。ございませんか。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。これは決算説明資料の４１ページに

図書館運営事業という形で予算が執行されとるんですが、これはちょっと外れるかもわ

からへんのですが、このような図書室いうんか、図書館か、によっていわゆる町民の皆

さんの要望いうんですか、希望いうんですか、そういったことに十分応えておられるの

か、それをどういうふうに押さえておられるかいうことと、図書館について決して、お

金の問題もありますので、今ごろにハード面のことを言うんはどうかと思うんですが、

やはり図書館いうんですか、そういったものが例えば隣の町では、市川町に立派いうか、

ひまわり会館の中にああいうスペースがありますが、そういったことについて教育委員

会としてどういうような現時点でお考えなのかお尋ねしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 教育長、答弁願います。

○教育長（澤田 博行君） 澤田です。図書館の運営事業につきましては、これは本当に

この中央公民館と、それから神崎公民館にそれぞれ図書室というものがあって、本を貸

し出ししております。前にも言いましたように、この図書館の貸し出しというのは、ほ

とんどが読み物のものが購入されていて、その読み物を貸し出して、それぞれの人に利

用していただいてるというのが利用度の一番大きなところじゃないかなと思います。そ

ういうことなので、そういう読書をされる方につきましての要望につきましては、年間

少しずつ補充もしておりますので、利用者も多いですので、ある程度は満たされている

んじゃないかなと思います。

ただ、市川町、福崎町の図書館の事業を見ますと、やはり市川町、福崎町は立派な図

書館として町に一つ大きなものがありますので、それにつきましてはやはり神河町は文

化の町として劣っているのではないかなと。できましたら２つ分かれてそういうような

んじゃなしに、一つに集約できるような図書館が欲しいなと。そしてそこには隣のとこ

ろにそこでの調べるような参考文献的なものも集めてありますので、そういうものもそ

ろったような図書館を将来何とか考えていきたいというように思っております。これは

そういうような施設等の関係もありますので、なかなか急にはできないですけれども、
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やはりこれからそれを目指して教育課としては考えていきたいというように思っており

ます。

○議長（安部 重助君） 山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） １３番、山下です。教育長のお考え、私も余りこういう

面には精通してませんし、疎いんですけれども、やはり本の問題より場所の問題で、ゆ

ったりとした場所で本を読む、そういう場所があればいいなというようなことおっしゃ

る方があります。そういった面で教育長、そういったことも将来というようなお話です

が、念頭に置いてるということでございます。この神河町の中にいろんな場所がありま

すね。もちろん場所、いわゆる立地的な問題があるので、どこでもかしこでもいうわけ

にはいかんと思うんですが、その辺の今現在ある施設の中でそういうスペースがとれな

いかいうことを、これは次の話になりますけれども、考えていただけたらなというよう

に思います。

○議長（安部 重助君） 教育長。

○教育長（澤田 博行君） 私も図書館につきましては、ゆったりとしたところで憩いの

場で、そしてお友達と顔を合わせながら生活できるような場が欲しいなというようには

思っております。この前もちょっと町長ともお話ししたんですけども、そういうような

ものが必要ではないかなということもお互いに思っておるところですので、これから前

向きに考えていきたいというようには思っておるところです。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ございませんか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） ２点ちょっとお尋ねしたいと思います。

まず、全国的にいろいろと問題になっております教育委員会運営事業ということです

が、ここでは予算は少額なんですが、もっともっと教育問題の専門家として神河の教育

の問題点というものの解決を図って水準を上げていくと、教育のレベル、水準を上げて

いくと、こういう取り組みを教育委員会も、教育委員会の委員会機能ですよ、委員会機

能のレベルを上げていただけないかなと、このように思いますが、いかがでしょうかね。

議会は、あくまで住民代表としての総務文教常任委員会というのもあるんですが、これ

は住民の意識というものを十分把握するという立場。教育委員会のほうは、やっぱり専

門家として問題を解決して水準を上げていくと。その水準というのは、学力であり、体

力であり、道徳力であり、共感力であり、生きる力と、こういう心身両面にわたったも

のをレベル上げていくと、そういう取り組みになればいいなとは思うんですが、そこら

いかがでしょうかね。

○議長（安部 重助君） 教育長。

○教育長（澤田 博行君） 澤田です。教育委員会の問題につきましては、今多く全国的

にも課題になってるところです。教育長の立場と、それから教育委員長の立場というも

のがありますので、そこら辺もはっきりしながら、非常時に対しての即対応できるため
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の制度につきまして今、全国的にも話し合われておりますし、私たちも考えてるところ

ですので、そこら辺につきましては改善していきたい、これからも改善する方向に進ん

でいるところです。教育委員会の話し合いにつきましてもそういうこともありますので、

我が教育委員会としましても今までのような定期的な話し合いだけでなしに、その後、

十分に神河町の中のそれぞれの事例につきましても検討しながら、お互いに十分に意見

が出せるようにどんなことでもお伝えしながら、また意見を聞かせていただくという形

で進めております。そんな中で教育委員会としての今レベルを上げようということです

ので、私たちも教育委員会からの指導も受けながら、しっかりと私たちも相談しながら

いろんなアドバイスを受けて、そしてしっかりとした取り組みをしていきたい。それに

つきましては町としてレベルを上げるということはもちろんですので、頑張っていきた

いなというように思っております。

○議長（安部 重助君） 成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） きょうはその程度にとどめときますけど、一応キーにな

るのはやっぱり学力、体力、徳力、共感力、生きる力、この辺の主要な要素について目

標化、つまり数値目標化というものをどこまでできるかと、こういうことだと思います。

だからできましたらそういう点について決算委員会で、これ教育の問題非常に重要な問

題でございますんで、決算委員会で少し議論させていただきたいと思いますんで、あら

かじめこの具体的な目標設定いうことについてぜひ少し学習を深めていただきたいなと

思います。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 教育長。

○教育長（澤田 博行君） 教育委員会としましては、できるだけのところ数値目標とい

うものを掲げながらやっていきたいなというように思っているところです。ただ、教育

というのは、百年の計と言われるように、本当に長いスパンでの取り組みが必要です。

だからすぐには数値にあらわれないところもありますし、数値を出しにくいものもある

ということを御理解願いたいと思います。その中で私たちの取り組んでいること、そし

て子供たちに効果の上がってるようなことにつきましては、できるだけ具体的にお示し

したいなと思います。どうぞよろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） 決算説明資料の３９ページの一番下で文化財保存事業に

絡みまして、ちょっと要望を踏まえながら質問したいと思います。昨年度の取り組みの

中で、この中にも福本遺跡のこともありますけれども、町がどういうふうに例えば町の

文化財を保存し、そして後世に残していくいうような基本姿勢を明確にして、そして地

元にいろんなことお願いするならお願いするいうふうな形で対応しなかったら、そこの

エリアが何々集落、例えば栗やから栗区に提案してきなさいいうふうな対応は本末転倒

ではないかないうふうに思います。町が将来に向かってどういうふうな保存、継承を図
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るんや、その中でこの部分について集落の協力を得るんやふうな姿勢でなかったらいか

んように思います、私は。ですから昨年の取り組みの中でこれらの問題について担当部

局としてどういうふうに反省されて、２５年度の中でその一部を２６年度はこう、２６

年、７年はこういうふうな、そういうふうな姿勢を住民に理解が得られるような対応す

べきでないかないうふうに感じてます。昨年、２４年度の事業を捉えて担当課ではどう

いうふうな取り組みをされて、どんな反省をされとんか、この決算についてお考えを、

取り組まれたお考え、また反省された内容についてお伺いをいたします。

○議長（安部 重助君） 教育長。

○教育長（澤田 博行君） 澤田です。文化財の事業につきましては、文化遺産を活かし

た観光振興 地域活性化事業というような採択を受けまして、それに受けまして実行委

員会方式を立ち上げて、相談しながらそれぞれ実行してるところです。主なものにつき

ましては、今までも言いましたように古文書の整理、これは各区において大変お世話に

なって保存整理をやっているところです。また、民俗資料の調査などにつきましても今

年度はそれにつきましてお願いして、またお祭り等に参加させていただいて資料をまと

めているようなところで、総合調査等を行っております。

このようなことにつきまして反省もしなければいけないんですけども、このような事

業等取り入れながら２１年度、２２年度、２３年度とできるところをしっかりやってい

るように思います。それから文化財審議会等の話し合いでもその中で何ができるのかと

いうようなことも話し合いしながら、看板の設置とか、資料、そこの文化財につきまし

て住民に知らせるとか、そういうようなお知らせ等の活動等も少しずつ行っているとこ

ろです。

ただ、今言われておりますように、各村におきましてそれぞれの文化財がありますけ

れども、全てこちらの財産とか町の持ち物ではありませんので、それぞれのところの地

域の方へもお願いしながら、そのところを大事に保存していただきたいということで、

教育委員会としましてはその文化の貴重さみたいなものもやっぱりお知らせしながら保

存していただきたいなというように思っているところです。だから地域の方が勝手にし

なさいよというような意味じゃなしに、そういうようなところの文化につきましては地

域の大変重要な財産ですので、保存していただきたい。そして教育委員会としてもその

ようなことにつきまして把握しながら、住民に知らせながら、またそういうような補助

金等もありましたらそれを活用しての保存、また観光というんですか、みんなに見せる

というようなことについても力を入れていきたいなというように思って取り組んでいき

たいと思っております。２５年度もそのようにやっていきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。この神河町が発足した大きな柱として、

地域サロン事業いうふうなことで大々的に各担当を決められて集落に回っていただきま

した。そしてその中でいろんなものが掘り出されて、そして町で管理するもの、これは

－２３７－



集落で管理するものいうふうなことで、またこれはグループで管理するような、いろん

な内容によってはあるかと思います。そういうふうな中の取りまとめをしていただいて、

こういうふうに町としては整理をしましたよ、そしてこれを今後どういうふうに保存し、

手を加えていくんやいうふうな何か方針が見えなかったら、我々住民としてはいろいろ

やったけれども、それで火が消えてしまって、町としてもあれ以降何にも話が出えへん。

どないなっとるんやろうな、誰が管理するんやろうな、どんな管理をするんやろうな、

このあたりも不明確になりがちと思います。ですからやはりこういうふうな一つの事業、

２４年度で取り組まれ、継続事業で２２年ぐらいから取り組まれとんですか、こういう

ふうなものの積み重ねの中である程度整理ができましたら住民に知らせるような行為も

継続性があって、そして町が、あっ、こんな方向で進んでるんやな、この部分について

はこんな方向で動いてるんやないうふうなんが理解できると思いますけれども、教育委

員会で調査されたりいろんな審議会で意見を聞いただけで終われば住民は何もわかりま

せんので、できるだけ公開をお願いしたいないうふうに要望を加えてお願いをしておき

ます。以上です。

○議長（安部 重助君） 教育課長、答弁してください。

○教育課長（谷口 勝則君） 教育課、谷口でございます。今、赤松議員さんがおっしゃ

られたように、以前に地域振興課のほうで地域サロン事業ということで取り組みがなさ

れました。その事業の中でお宝の中に教育委員会関係の文化財関係のものが当然ござい

ました。そういった中で現在、平成２１年から歴史資料の総合調査というふうなことで

取り組みをしているわけでございます。基本は、保護、保存に努めながら次世代に継承

をしていただくということなわけですけども、以前と違いましてその大事なものについ

て住民の方々の認識が変わってきている面もございますので、それぞれお持ちの分につ

いて区長会等を通じて個人の持ち物、それから区の持ち物、寺社の持ち物、そういった

ものを見せていただきながら、特に古文書などにつきましてはその保存の方法とか虫と

りとかほこりとり等しながら目録をつくり、写真撮影をした上で、現物を防虫剤を入れ

て、その上で今後の保存の方法について指導してお返ししているわけでございます。そ

ういった中でその他にも民俗調査や祭礼調査なども行いながら、改めてこちらと連携を

とりながら地域で大事にしていただきたいものについて認識を新たにしてもらいたいと

いうとこら辺が意図としてあります。その中でまた特に古文書などにつきましては、以

前もそうなんですけども、江戸時代の後期の鵜野金兵衛家の古文書などにつきましては、

この地域の行政機構とか経済状況がわかるものもございましたので、シンポジウムを開

いたり説明会をしながらそれを公開して皆さんに知っていただくというふうに努めてま

いりました。

今後におきましても２５年度で現在採択を受けておりますこの事業、文化遺産を活か

した観光振興 地域活性化事業でございますけども、３年計画の３年目に入ってるわけ

ですけども、２６年度以降につきましても県の文化財課を通じて文化庁の補助事業を採
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択を受けながら進めてまいりたいと思います。また、区長会とかでさらなる説明をしな

がら町民の皆様に知っていただく、見ていただく、学んでいただくというふうな機会を

つくっていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

宮永議員。

○議員（６番 宮永 肇君） ６番、宮永です。赤松議員がもう３回目ぐらいになるん

で、ちょっとバトンタッチでお聞きするんですけども、要はいろんな事業があって大変

だとは思うんですけれども、地域サロンの取り組み姿勢というのが途中で切れてしまっ

てるというのは間違いなしにありまして、要はよその町でとてもできないようなことを

合併当初にやり通したというところが実にすごいところでございまして、後年になって

市川町がつい２年ぐらい前から取り組んでみようとかいうふうなことでやったんですが、

なかなかできないというようなことも聞いております。要はその成果を次の世代に継承

するというふうなところで誰も動いてないという、ちょっと不満があるんですが、です

から全部役場で、行政でやろうというのが無理であれば民間で、例えばボランティアで

結構ですから、人を集めるとかそういうことで、そういうことを課題として検討してほ

しいぐらいな話が出てもいいんではないかなというふうに思います。現在観光協会で地

域の案内ができるようにということで、もう多士済々といいますか、いろんな方が集ま

ってこられまして、２０名ぐらいの方が登録しておりまして、月に１回勉強会をしよう

というようなことでいろいろやっておりますけれども、その中に町の文化財とか地域サ

ロンで見つけた町の宝物をどう来訪者に伝えるのかというふうなことも研究しようとい

う話もあります。また、峰山のリクラシアの森にいわゆる来られる人たちにそこにある

植生の説明もしたいというようなことで、みんなでそろって見に行こうというようなこ

とでそういう活発な活動も今現在進んでおるわけでございまして、みんなで何とかかん

とか集まって相談するうちに次々とアイデアが出てきて進んでいくわけですから、そう

いうところにちょっと投げかけてもらうだけでも結構でございますから、なぜそれをや

らないのですかというようなところなんです。

それは今さら言うても仕方がないんですが、これから先のことでまた特別委員会のと

きにお願いをしようかなという、またお聞きしながらお願いしようかなというふうに思

っておるんでございますけれども、このたびの赤松議員の質問の文化財の保存事業で、

書いてあることは福本の文化財収蔵庫とか福本遺跡とかそういうものの管理とかいうふ

うにいろいろ言われてるんですが、管理というのはただ鍵を締めて誰にも見せないとい

うことで保管しとくということではありませんので、どんどんそういうものを人に見て

もらって評価をしてもらう。それが町の文化意識につながるというようなことですから、

そこいら辺もう少し住民を信頼して、信用して協力を仰ぐという姿勢が私必要ではない

かなと思うんです。

同じところに次の説明資料の中の４１ページの中の一番上にありますけれども、地域
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の夢推進事業で、神崎公民館で福本遺跡の分をちょっと展示するように予算を昨年つい

た分をこういう形で使いましたという説明があるんですが、実は福本遺跡の瓦というの

は福本遺跡の、前にもお話ししました、質問で出しましたけれども、福本遺跡の調査報

告書の中によれば、７００年代の初めにつくられたものというふうなことで菱田先生が

説明をされておるわけですね。ちょうど７００年代の初めといいますと、今の風土記が

いろいろと事業の目玉になっておるんですが、風土記が書かれた時代に相当するので、

風土記の時代の瓦はこれですということで、教育面でも観光面でも大いにＰＲして人々

に知らせるということが大事ではないかなと思うんですが、それについて今、神崎公民

館に展示してあるのは、ただテーブルの上に何点かサンプル的に置いてある程度、それ

も夕方行くともうしまってありません。壁には４枚のパネルがあります。というのは深

い考えを持ってやってる仕事とはとても思えないというようなところがあるんで、そこ

ら辺もあわせてこれを成果として報告できるものですかというようなところを今度改め

てお尋ねしようと思いますんで、今御答弁は無理でしたらいいんですけれども、そうい

うところの端々にちょっと気を配ったところで、あくまで住民に見せるものであると、

また外部の町からお見えになった方にも見てもらうもんであるというふうなところから

いいますとまだまだ配慮が足らんのではないかなというふうに思いますんで、そこら辺

の心構えといいますか、取り組み姿勢といいますか、恥じないようなものにしたいとい

うふうな思いがありますんで、一言だけでいいですから、ちょっと御答弁お願いしたい

ですね。

○議長（安部 重助君） 教育長。

○教育長（澤田 博行君） 澤田です。今言われました管理、保存のときにしまってしま

っているというような御指摘があるんですけど、ある程度のものにつきましては倉庫に

置いてるところがありますけれども、そのようなものの活用につきましては小学校とか

中学校の歴史の中でそういうようなものがありますよということを実際にあけてさわっ

ていただいたり見てもらったりすることが大体年に１回、学年にあります。そういうよ

うにして竹国指導員のほうからそういうような説明をしたりとかいう授業をしながらそ

ういうものを活用しているというところです。

また、４枚のパネルとか古代瓦の複製等につきましては、今公民館に展示してさわっ

ていただけるようにしているんですけれども、それもいろんなイベントとか、それから

各学校で要望がありましたら持ち出しまして、それなんかも活用しながら説明して、そ

してしているところです。播磨風土記のちょうどその７００年代の瓦でありますよとい

うようなこともそこでそんなときにも説明できるんではないかなと思いますし、福本遺

跡から出たんだということも我が町の自慢の一つとして、子供たちもこれから知ってい

くということで自慢になるんではないかなと思います。

ただ、一番最後言われました外部の人たちが見たときにきちっとした展示場がなくっ

てなかなかアピールできにくいということにつきましては、これから少しまた考えてい
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きたいなと思いますけれども、今のところ神崎公民館のところでロビーを使いながらそ

ういうようなものを展示して、そしていつでも見れるようにしていきたいなというよう

には思って考えているところです。

○議長（安部 重助君） 少しちょっと決算審査から外れているようにございますので、

若干修正させていただきますので、よろしくお願いいたします。

ほかに質疑ございませんか。特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ９款教育費を終了いたします。

次に、１０款公債費から財産に関する調書の最後までお願いいたします。公債費、質

疑ございませんか。特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 特に質疑ないようでございます。質疑を終結します。

総括で質疑ありましたらお願いいたします。

藤原日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） １１番、藤原でございます。民生費のときにちょっと聞

き漏れましたんで、ここで質問させていただきたいというように思います。決算書９１

ページ、民生費、２項の児童福祉費、１目児童福祉総務費の２０節扶助費、子どもを健

やかに生み育てる支援金ということで、本年度支出済み額が３４５万ということでござ

います。説明資料のほう見てみますと、２２ページ、健やかに生み育てる支援金支給事

業ということで、３４５万の内訳が備考欄に書いてございます。出生９件、それから６

歳到達１件の１０万ということで、旧大河内町条例適用分と書いてございますけども、

本条例は平成１８年４月１日までに出生した子供については従前の条例を適用するとい

うことですんで、６歳、１８年４月１日までに生まれて、２４年の４月１日までに６歳

になった子が対象になると思うんです。となると２４年度については一応適用対象外と

いうことになるはずなんですが、推測するに条例の施行規則の中で第６条で支援金請求

書の提出があった日から２０日以内に支援金を支給するということで、３月末に生まれ

た子が４月に入って支給されたのかなということは推測するんですけども、その辺の確

認をしておきたいというように思います。お願いします。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。この後すぐにその件

確認して報告させていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） そういうことでひとつ御了解願います。

ほかにございますか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） １２番、成田です。総括として決算で経常収支比率の改

善ということで、２３年度９２．９、２４年度９１．０、１．９ポイント改善ができた
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ということです。この経常収支比率の改善ってなかなか困難なんですよと、難しいんで

すよというように一応頭の中に常識が入ってるんですが、この辺の要因について、きょ

う分析できなかったら決算委員会で結構なんですが、ポイントでこの予算の歳入見積も

りというものが少なかった、つまり分母が歳入見積もりがふえたんで、地方交付税等ふ

えたんでよくなったのか、あるいは予算歳出見積もりが過大であったのが予算歳出が減

ったからなったのか、予算の執行が何らかの都合でできなかったから経常収支比率がよ

くなったのか、あるいは積極的な行財政改革を実行して名実ともに事業もやったよ、合

理化もやったよという改善の結果なのか、そういう点について一度分析をしていただき

たいと思います。今後２０年間の財政計画健全化ということをやっぱり進めなきゃなら

んと思うんで、そういうところでひとつヒントになればと思います。

それから２つ目ですが、性質別歳出の内訳、１人当たり２４年度のみというのが出て

るんですけど、資料に出していただいとんですけど、前年度あるいは前々年度と対比し

てどうやったんかなという性質別の歳出の内訳というのちょっと見えないもんですから、

できましたら、簡単な資料で結構でございます、ここ５年間ぐらいにどんな推移を性質

別にやってんのかと、こういうところをちょっと教えていただけばと思います。よろし

くお願いします。

○議長（安部 重助君） 総務課特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） 総務課、太田でございます。説明資料の

４９ページをごらんください。性質別歳出で、その中に左側の右から２つ目、経常収支

比率、それぞれ性質別に書いております。計が９１．０で、昨年より１．９ポイント改

善したというところでございます。

その内訳でございますが、ちょっと今口頭で言います。人件費につきましては、０．

５ポイント下がっております。これは人件費、職員数が減っておるというところで人件

費が下がっております。

それから物件費でございますが、０．７ポイント上がっております。これ昨年度比較

でございます。電算システム経費とか施設修繕料がふえておりまして、物件費は０．７

ポイント上がっておるというところでございます。

維持補修費につきましては、０．１ポイント下がったいうところでございます。

扶助費につきましては、０．５ポイント上がっております。これ近年扶助費、種類も

多くなっとりますし、高齢者もふえております。身体障害者の数もふえております。そ

ういうようなところで０．５ポイント、これはずっと近年上がっております。

それから補助費等でございます。これは１．４ポイント下がっております。病院、そ

れから上下水道補助金が減っておるのと、それから一部事務組合の補助金も減りました

ので、１．４ポイント改善しております。

次に、公債費でございますが、これも年々減っとるというところで１．２ポイント下

がっております。
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繰出金は、０．１ポイント上がっておるというところで、差し引きしまして１．９ポ

イント下がっておるというところでございます。

昨年との性質別経費の比較でございますが、もし昨年のこの表をお持ちでございまし

たら比較できるんでございますが、なんでしたらちょっとそういう資料をつくってまい

りたいと思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） 今の成田議員の質問の件なんですが、私個人のほうで合

併、神河町があって、平成１７年以降の決算シートに基づいた経常収支比率の動きを持

っとりますので、この分を提出したいと思います。これで全てわかりますんで。

○議長（安部 重助君） ということで特命参事、お願いします。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） ありがとうございます。コピーしますの

で、済みません。またこちらもチェックしますので。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

山下議員。

○議員（13番 山下 皓司君） 何ページというよりも町債ですね、この発行額のうちに

合併特例債が幾らあるかいうことと、その発行された額は合併特例債ずっと予定組んで

おられますが、そのとおりにいっておるのか、残るような傾向になるのか、その辺につ

いて教えていただきたいと思います。

それからもう一つは、予備費の流用いうんですかね、これどういう、ちょっと今その

金額が探しとんやけど、わかりにくいんですが、それはずっと手続踏まれたと思うんで

すが、その辺について会計管理者のほうから説明がなかったので、どういう理由でそう

いう予備費を流用されたのか、その辺を教えていただきたい。

それからもう一つ、不用額の一覧表がありますね。決算の不用額ですね、一覧表、こ

れはもう既にそれぞれの款で２人ほどの議員のほうから質問がありましたが、大体これ

３％ぐらいになってますね、その額について。いろんな理由があるんで、不用額は残す

ことによって繰り越し財源になるわけですから、これはいいんですが、やっぱり予定さ

れた事業が執行されると、例えば県民緑税なんかはいろんな事情でできなんだいうこと

が大きな要因だと思うんですが、それについて３％という数字は財政課長、どうお考え

ですか、その辺についてお伺いいたします。以上、３点です。

○議長（安部 重助君） 総務課参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） 総務課、太田でございます。決算書の４

７ページから５０ページまでが町債でございます。起債の借入額が１３億７，６９２万

１，０００円でございまして、合併特例債はその中で８億３，６６０万円でございます。

この分、今年度は８億３，６６０万円ですが、２３年度からの繰り越しも入っておりま

す。今後、大体どのぐらい残っておるかということですが、まず約１３億ほど借り入れ

－２４３－



の余裕がございます。それと別枠で８億２，０００万円の合併造成基金の積み立てるた

めの起債の枠がございます。合併特例債につきましては、平成２７年度までの予定でご

ざいましたが、このたび５年間延長するというところでございます。当初予定では合併

特例債は枠全部使わずに１０億残すようにというふうに私も引き継ぎ受けておったんで

すが、５年間延長になればその間にほかの起債起こすようなことがあるんならば合併特

例債を使用するというふうに考えております。

それから予備費でございますが、今ここではちょっとわかりませんので、後ほど資料

をつくりたいと思います。

それから不用額の３％ぐらいは幾らかいうところですが、３月の補正がございますが、

先ほど建設課の話もあったんですが、実際は１月の終わりから２月の初めにかけて３月

補正をします。いうようなところで間に合わないところもございますが、できるだけ補

正落とすものは落とす。昔であれば落として新しい事業に使いなさいというところがあ

ったんですが、若干財政的に厳しい時代でございますので、財政担当としましたらでき

るだけ不用額か予備費に回したいというふうな考えでおります。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、総括を終結いたします。

以上で質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本件については、７人の委員で構成する決算特別委員会を

設置し、審査を付託したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議ないものと認めます。よって、第９３号議案は、決算特別

委員会を設置し、審査を付託することに決定しました。

ただいま設置しました決算特別委員会の委員の選任を行います。選任については、委

員会条例第８条の規定によって、議長から指名いたします。

小林和男議員、髙橋省平議員、松山陽子議員、宮永肇議員、藤原日順議員、成田政敏

議員、山下皓司議員、以上、７名を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま指名いたしました７名の方を決算特別委員会の委員に選

任することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、決算特別委員会の委員は、

議長指名のとおり選任されました。

なお、特別委員会の委員長、副委員長は、委員会条例第９条の規定によって、委員会

で互選をしていただくことになっておりますので、よろしくお願いいたします。

ここで暫時休憩いたします。再開は２時２５分といたします。

午後２時０６分休憩
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午後２時２５分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

休憩中に決算特別委員会が開催され、正副委員長の互選がされましたので、御報告申

し上げます。

委員長に山下皓司議員、副委員長に成田政敏議員がそれぞれ互選されておりますので、

御報告申し上げます。

日程第２ 第９４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２、第９４号議案、平成２４年度神河町介護療育支援事

業特別会計歳入歳出決算認定の件を議題といたします。

本件に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、第９４号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

日程第３ 第９５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３、第９５号議案、平成２４年度神河町国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算認定の件を議題といたします。

本件に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） 医療費の伸びということについて、２３年度対２４年度、

２４年度対２５年度上期、まだ途中であろうと思いますけども、その辺のちょっと傾向

だけ数字把握されとればお願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 住民生活課長。２３年度から２４年度までの伸び、また２４年

度から２５年度の予想。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。一般、退職含めた療

養給付費の保険者負担額で御説明をいたします。２３年度の支出額、月平均でございま

すけれども、これは月で言いましたら３月から２月でございます。月平均が５，９１１

万９，０００円でございます。２４年度同じく月が６，６６１万でございます。参考ま

でに２５年度の３月～５月の平均が６，４１１万５，０００円でございます。直近の傾

向としましては、本年３月に高い数値でございましたけども、４月ちょっと下降、５月
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に大きく６，０００万円を下回る数値に下降をしておるような状況でございます。以上

でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） 大体大枠の傾向がわかりました。決算委員会の中で、じ

ゃあ、その内訳を少し聞かせていただきたいと思います。要は疾病別がわかればお願い

したいと思います。よろしくお願いしときます。

○議長（安部 重助君） また決算委員会で答弁願います。

ほかにございますか。ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、第９５号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

日程第４ 第９６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第４、第９６号議案、平成２４年度神河町後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算認定の件を議題といたします。

本件に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。質疑特にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、第９６号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

日程第５ 第９７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第５、第９７号議案、平成２４年度神河町介護保険事業特

別会計歳入歳出決算認定の件を議題といたします。

本件に対する質疑に入ります。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） １２番、成田です。これも同じく国民健康保険と同じで

傾向というのを確認ができる資料を提供お願いしたいと思います。介護保険の支出の伸
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びですね、２３対２４、２４対２５。

それから要支援、１、２、３、４、５、認定状況ですね、これもあわせてお願いした

いと思います。決算委員会で結構でございますんで。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。先ほど言

われました特に歳出におきましては、保険給付費を重点に２３対２４、それと２４対２

５、現状というところと、それと要介護者、要支援者のいわゆる年度末の人数でよろし

いでしょうか。それとも今であれば７月末現在の対象数は一応把握をしておりますので、

直近のものと両方ということでよろしいでしょうか。

○議長（安部 重助君） 成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） それで結構です。直近で結構でございます。

それとあわせて介護予防事業というのはここ三、四年強化されておると思うんですけ

ど、介護予防事業に対する実施状況と、それからそれの効果ですね、効果の評価、これ

がわかればお願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 以上、あわせて健康福祉課長、お願いします。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） わかりました。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 異議ないものと認めます。よって、第９７号議案は、決算特別

委員会に審査を付託することに決定しました。

日程第６ 第９８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第６、第９８号議案、平成２４年度神河町土地開発事業特

別会計歳入歳出決算認定の件を議題といたします。

本件に対する質疑に入ります。質疑どうぞ。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、第９８号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。
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日程第７ 第９９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第７、第９９号議案、平成２４年度神河町老人訪問看護事

業特別会計歳入歳出決算認定の件を議題といたします。

本件に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、第９９号議案は、決算特

別委員会に審査を付託することに決定しました。

日程第８ 第１００号議案

○議長（安部 重助君） 日程第８、第１００号議案、平成２４年度神河町産業廃棄物処

理事業特別会計歳入歳出決算認定の件を議題といたします。

本件に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本件については、決算特別委員会に審査を付託いたしたい

と思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、第１００号議案は、決算

特別委員会に審査を付託することに決定しました。

日程第９ 第１０１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第１０１号議案、平成２４年度神河町寺前地区振興

基金特別会計歳入歳出決算認定の件を議題といたします。

本件に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本件については、決算特別委員会に審査を付託いたしたい

と思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、第１０１号議案は、決算

特別委員会に審査を付託することに決定しました。
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日程第１０ 第１０２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第１０２号議案、平成２４年度神河町長谷地区振

興基金特別会計歳入歳出決算認定の件を議題といたします。

本件に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、第１０２号議案は、決算

特別委員会に審査を付託することに決定しました。

日程第１１ 第１０３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１１、第１０３号議案、平成２４年度神河町水道事業会

計決算認定の件を議題といたします。

本件に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。質疑特にございませんか。

赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） ７番、赤松です。５ページの償却の関係についてお伺い

をいたします。建設当時、石綿管とかいうふうなことで古い施設があると思うんですけ

れども、これらの２４年度末で何キロぐらい残ってるんかな、このあたりについてお伺

いをいたします。

○議長（安部 重助君） 上下水道課長。

○上下水道課長（坂本 康弘君） 水道管、石綿管につきましては、下水道の入れかえ、

下水道事業をやりましたときに道路に下水管を布設する折に一緒に新しいＨＩＶＰの管

に入れかえるということで、以前委員会の中で水道でいいますと給水管の漏水が多いん

じゃないかという山下議員さんのほうのお話もありましたんですが、そこでもお話しさ

せていただいたとおり下水道管の入れかえの際に水道管も一緒に入れかえてると。石綿

管となりますと相当古いタイプの管でありますので、当然老朽化はしているという判断

で入れかえが進んでおるものと私、見ております。以上です。

延長につきましては、申しわけありません。今現在よう把握しておりません。

○議長（安部 重助君） 赤松議員。

○議員（７番 赤松 正道君） それでは、下水工事に併設して既にそういうような古い

やつについてはもうゼロいうふうな解釈でよろしいんですか。

○議長（安部 重助君） 上下水道課長。

○上下水道課長（坂本 康弘君） 詳細につきましては、一度点検させていただきます。
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また報告させていただきます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本件については、決算特別委員会に審査を付託いたしたい

と思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、第１０３号議案は、決算

特別委員会に審査を付託することに決定しました。

日程第１２ 第１０４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１２、第１０４号議案、平成２４年度神河町下水道事業

会計決算認定の件を議題といたします。

本件に対する質疑に入ります。質疑ある方どうぞ。質疑ございませんか。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） １２番、成田でございます。説明資料に下水道事業、上

水道も一緒なんですが、上水道も下水道も、ここ下水道６ページですけど、年度別の連

続の損益計算書ということで、２０年度から２４年度まで連続的に損益計算書を並列し

てあって、非常にわかりやすい資料が添付されております。ありがとうございます。

それによりますと平成２３年度から他会計補助金、つまり町からの補助金が２億アッ

プ、プラス２億しておる。そういうことによりまして当年度の純利益が一応２３年度か

らは１，７５８万、それから２４年度は２，２７６万４，０００円利益が出ますから、

当年度の未処分利益剰余金、つまりマイナスの利益剰余金が、赤字の累計が一応ふえる

というものはとまったと、こういう数字で、よく非常にわかりやすく表示してあります。

そこで上水道も下水道も同じ状況であろうと思うんですが、営業費用ですね、もうこ

こで頑張れるのは営業費用をいかに効率よくしていくかということですね。債務のほう

は順調に減らしてありまして、金利がどんどんどんどん落ちてきますので、これは非常

にいい傾向だということで結構だと思います。いかに営業費用を落としていくか、つま

り生産性ですね、あるいは費用の削減ですね、そういうことについてひとつ、きょうで

なくても結構でございますので、一応決算委員会ではそういうことの今後の管理をどう

していくかという問題になると思いますんで、ひとつその辺少し分析をしていただいて

発表を願いたい、御準備を願いたいと思います。よろしくお願いしときます。

○議長（安部 重助君） 上下水道課長。

○上下水道課長（坂本 康弘君） 今の御質問ですけども、営業費用について今後どのよ

うにコスト削減していくかということで理解させていただいてよろしいですか。（「結

構です」と呼ぶ者あり）わかりました。じゃあ、また用意いたします。
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○議長（安部 重助君） よろしくお願いします。

ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ほか質疑ないようでございますので、質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本件については、決算特別委員会に審査を付託したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、第１０４号議案は、決算

特別委員会に審査を付託することに決定しました。

日程第１３ 第１０５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１３、第１０５号議案、平成２４年度公立神崎総合病院

事業会計決算認定の件を議題といたします。

本件に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。特にございませんか。ないよう

でございましたら質疑を終結したいと思いますが。

成田議員。

○議員（12番 成田 政敏君） 一つもなかったらいかんので、一つだけ。監査役さんが

病院の分析をされておりまして、一応記事を書いていただいております。それに基づい

て一応決算委員会では、監査役さんの御指摘に対して今後どういうふうにそれを考えて

分析してやっていくのかということについて決算委員会に臨みたいと思いますんで、あ

らかじめ御準備をよろしくお願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 病院総務課副課長。

○病院総務課副課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。ありがとうございます。

決算意見を踏まえまして準備をさせていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございますので、質疑を終結いたします。

ここでお諮りいたします。本件については、決算特別委員会に審査を付託いたしたい

と思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、第１０５号議案は、決算

特別委員会に審査を付託することに決定しました。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

住民生活課長より先ほどの質問に対しての答弁の申し入れがありましたので、ここで

許可いたします。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。赤松議員さんと藤原
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日順議員さんの御質問にお答えをしたいと思います。

まず、消火栓の件でございます。町内で地上、地下合わせまして１，３２３カ所ござ

います。そのうちで地上が８３５カ所ございまして、これ全て鉄製でございます。消防

担当課としましては、この管理につきまして首振り等の回りにくい、回りやすいように

という点検につきましては各分団にお願いをしておりまして、ふぐあいがあれば報告を

してもらい、必要に応じて修繕をしているところでございます。現在のところではふぐ

あいの報告はないというふうな状況でございます。

それから青少年問題協議会の相談事業の実施で、神河町で２回実施してると申し上げ

ました。その２回の相談件数でございますけれども、ゼロ件でございました。いうこと

でございます。

それから藤原日順議員の子どもを健やかに生み育てる支援金の件でございますけれど

も、大河内の条例に基づく支出が１件２４年度であるのはおかしいんではないかという

件でございます。このことにつきましては１７年１１月の出生の方の支出が漏れていた

ということによるものでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。

○議長（安部 重助君） ここでお諮りいたします。委員会に付託した議案審査のため、

あすから１７日まで休会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、あすから１７日までは休会と決定しま

した。

次の本会議は、９月１８日午前９時再開いたします。

本日はこれで散会いたします。どうも御苦労さんでした。

午後２時５２分散会
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